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第1章 認知機能と安全運転の関係に関する調査研究の概要 

1. 調査研究の背景 

平成 28 年 11 月、高齢運転者の交通事故防止対策に政府一丸となって取り組むため、「高

齢運転者による交通事故防止対策に関する関係閣僚会議」が開催され、この会議において内

閣総理大臣から、更なる対策の必要性等について検討を進めるよう指示があった。 

これを受け、29 年１月以降、警察庁の「高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会

議」（以下本章において「有識者会議」という。）において、高齢者の特性が関係する交通事

故を防止するために必要な方策について幅広い検討が進められ、同年６月に「高齢運転者交

通事故防止対策に関する提言」が取りまとめられた。（巻末資料１） 

提言では、 

○  認知機能と安全運転の関係に関する調査研究 

○  視野と安全運転の関係に関する調査研究 

○  高齢者の特性等に応じたきめ細かな対策の強化に向けた運転免許制度の在り方等に

関する調査研究 

を実施すべきことが今後の方策として示され、さらに、同年７月に交通対策本部において決

定された「高齢運転者による交通事故防止対策について」においても、これら事項を緊急か

つ強力に推進することとされた。（巻末資料２） 

そこで有識者会議の下に「認知機能と安全運転の関係に関する調査研究」分科会を開催す

ることとし、30 年３月の第１回会合以降、検討を進めてきたものである。（巻末資料３） 

 

2. 調査研究の目的 

2.1 道路交通法における認知症の位置付け 

道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号。以下本章において「法」という。）では、認知症を

「介護保険法（平成９年法律第 123 号）第５条の２に規定する認知症」と定義しており（法

第 90 条第１項第１号の２）、介護保険法第５条の２は、認知症について「脳血管疾患、アル

ツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度

にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態」と規定している。また、法では、認

知症である者を運転免許の取消し等の対象と規定している（法第 90 条第１項第１号の２、

第 103 条第１項第１号の２）。 

 

2.2 認知症に関する道路交通法の規定の変遷 

平成 13 年の道路交通法改正（平成 13 年法律第 51 号）により、精神病者が欠格事由から

除外され、「痴呆」が新たに取消し等の事由とされた。 
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17 年の介護保険法の一部を改正する法律（平成 17 年法律第 77 号。平成 17 年６月 29 日

施行）により、「痴呆」が「認知症（介護保険法（平成９年法律第 123 号）第５条の２に規

定する認知症）」に改められた。 

その後、19 年の道路交通法改正（平成 19 年法律第 90 号。平成 21 年６月１日施行）によ

り、更新期間が満了する日における年齢が 75 歳以上の者は、運転免許証更新の際に、認知

機能検査を行うこととされるとともに、同検査により第１分類（認知症のおそれ）と判定さ

れた者がその後、信号無視等の特定の違反行為をした場合に、医師の診断を受けることが義

務付けられた。 

27 年には、道路交通法改正（平成 27 年法律第 40 号。平成 29 年３月 12 日施行）により、

運転免許証更新時の認知機能検査で第１分類（認知症のおそれ）と判定された場合には医師

の診断が義務付けられたほか、一定の違反行為をした場合には、臨時認知機能検査の受検が

義務付けられ、第１分類と判定されたときには医師の診断が義務付けられるとともに、臨時

認知機能検査の結果が直近の認知機能検査の結果より低下した者は、臨時高齢者講習の受

講の義務が課せられることとなった。 

 

2.3 医学会からの要望・提言 

法において認知症が運転免許の取消し等の事由とされていることについて、認知症関係

学会から警察庁に対し、その見直し等について次のとおり要望・提言がなされている。（巻

末資料４～６） 

 

○ 改正道路交通法施行に関する提言（日本老年精神医学会、28 年 11 月 15 日）（抜

粋） 

 高齢者講習会での実車テスト等について 

ドライブシミュレータや教習所内での運転試験では、路上での安全運転に不

可欠な認知、予測、判断、操作等の総合的な能力評価には不十分です。必要な場

合には、教習所外での実車テストの導入を検討すべきだと考えられます。運転能

力は、講習予備検査（認知機能検査）、その他の認知機能検査、実際の運転技能

の評価等から総合的に判断されるべきです。 

 

 「認知症」と一括されていることの問題点 

認知機能の変化を引き起こす病気の種類等によって、記銘力、見当識等の障害

が心理検査上明らかでも、安全な運転技能を持つ人がある一方で、こうした機能

に変化が見られなくても、安全な運転が著しく困難になる人もあります。つま

り、認知機能の低下による運転不適格者であることと、「認知症」と診断されて

いることは必ずしも同義ではありません。「認知症」と一括りにして運転を制限

するのではなく、その個人が生活する場の特性を踏まえて、現実的な能力評価に
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根ざした判断が必要だと考えられます。この課題については、今後の医学的エビ

デンスの集積と改正道路交通法施行後の事故事例分析等に基づき、将来検討さ

れるべきであると判断されます。 

 

○ 改正道路交通法の施行（高齢運転者対策関連）に関する要望（日本精神神経学会、

28 年 11 月 19 日）（抜粋） 

認知症であっても運転能力が残存しているのであれば、それを奪うことは不

当なことです。（中略）高齢になれば認知機能が低下することは事実であり、

それに合わせた対策が必要ですが、それを認知症であるか否かの診断に一括し

て解決できるとすることは誤りです。（中略）当学会としても、上に述べた多

くの問題を解決するために、厚労省などの関係省庁、老年医学専門家、有識者

などによる検討会を立ちあげ、真の意味での交通安全と高齢者の生活に資する

施策をあらためて採っていただくことを強く要望するものです。 

 

○ 提言（日本神経学会・日本神経治療学会・日本認知症学会・日本老年医学会、29 年

１月６日）（抜粋） 

 運転能力の適正な判断基準の構築 

認知症の進行に伴い運転リスク、事故が増加することは自明であり、科学的エ

ビデンスも蓄積されています。一方で、ごく初期の認知症の人、認知症の前駆状

態が高率に含まれている軽度認知障害の人、一般高齢者の間で、運転行動の違い

は必ずしも明らかでありません。特に初期の認知症の人の運転免許証取り消し

に当たっては、運転不適格者かどうかの判断は、医学的な「認知症の診断」に基

づくのではなく、実際の運転技能を実車テスト等により運転の専門家が判断す

る必要があります。今後、軽度認知障害の人、初期の認知症の人の運転能力につ

いては、さらなる研究を進めて行く必要があると思われます。 

 
 

2.4 有識者会議における議論 

有識者会議では、次のような議論がされている。 

○  認知症の進行に伴って交通事故を起こすリスクは高まるが、認知症との診断によっ

て一律に運転免許を取り消すのではなく、軽度認知障害や初期の認知症の高齢者につ

いては、実車試験によって運転技能をチェックすべきではないか。 

○  認知症と運転技能に相関があるとすれば、その見極めについては、自動車教習所だ

けでなく、アカデミアも責任を持つべきではないか。 

○  実車試験でも疑問な点があり、仮に試験で問題がなかったとしても、まだらに認知

症の症状が出る可能性があるのであれば、運転を断念させるべきではないか。 
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2.5 本調査研究の目的 

認知症は、認知機能正常から軽度認知障害、認知症へと徐々に進行するものであり、明瞭

な境界がなく、また、その原因疾患には多様なものがあり、１度の検査で判断することは困

難である場合があるとの指摘がある。 

本調査研究はこれら指摘を踏まえ、認知機能と安全運転の関係に関する調査研究を進め、

認知機能に応じた対策の在り方について検討することを目的とした。 
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3. 調査研究分科会の概要 

3.1 有識者委員 

調査研究分科会の構成員は表１のとおりである。 

＜表１ 有識者委員一覧＞ 

（有識者） 

池田 学  大阪大学大学院医学系研究科教授 

石田 敏郎  早稲田大学名誉教授 

鎌田 実  東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 

上村 直人  高知大学医学部精神科講師 

冨本 秀和  三重大学大学院医学系研究科教授 

藤原 靜雄  中央大学大学院法務研究科教授 

 

（関係省庁） 

警察庁交通局運転免許課長 

警察庁交通局運転免許課高齢運転者等支援室長 

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

（敬称略・五十音）※役職は平成 31 年３月５日現在 

 

3.2 開催状況 

○ 第１回分科会 30 年３月２日（金） 15:00～17:00 

・ 事務局説明 

 現在の改正道路交通法の運用状況について 

・ 自由討議 

 「初期の認知症」、「軽度認知障害」等の意義や境界について 

 本調査研究の在り方について 

 

○ 第２回分科会 30 年９月 27 日（木） 14:00～16:00 

・ 事務局説明 

 改正道路交通法の施行状況について 

 運転免許証の自主返納者に対する意識調査について 

 高齢運転者の認知機能検査・診断結果と違反・事故状況のクロス分析につい

て 

 高齢者講習受講時の運転行動に係る調査ついて 

 実車と運転シミュレーターによる調査について 
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・ 自由討議 

 実車と運転シミュレーターによる調査方法について 

 認知機能に応じた今後の対策の方向性について 

 

○ 第３回分科会 31 年３月５日（火） 16:30～18:30 

・ 事務局説明 

 改正道路交通法の施行状況について 

 実車と運転シミュレーターによる調査結果について 

 認知症に係る諸外国における制度等の調査結果について 

・ 自由討議 

 実車と運転シミュレーターによる調査結果について 

 調査研究のまとめと今後の課題について 
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第2章 改正道路交通法の施行状況等 

1. 改正道路交通法の施行状況 

1.1 改正道路交通法の内容 

平成 29 年３月 12 日に施行された改正道路交通法では、運転免許証更新時の認知機能検

査で第１分類（認知症のおそれ）と判定された場合には医師の診断が義務付けられたほか、

一定の違反行為をした場合には、臨時認知機能検査の受検が義務付けられ、第１分類と判定

されたときには医師の診断が義務付けられるとともに、臨時認知機能検査の結果が直近の

認知機能検査の結果より低下した者は、臨時高齢者講習の受講の義務が課せられることと

なった。認知症対策に関する改正道路交通法の内容は表２のとおりである。 

 

＜表２ 改正道路交通法の内容（高齢運転者対策関係）＞ 

項目 改正前 改正後 

一定の違反行為

をした 75 歳以上

の運転者への対

応 

直近の認知機能検査で第１分類

とされた者については医師の診

断（臨時適性検査）が必要 

臨時認知機能検査を実施し、直近

の認知機能検査の結果より低下

した者には、臨時高齢者講習を実

施 

認知機能検査で

第１分類とされ

た者への対応 

医師の診断（臨時適性検査）は不

要 

医師の診断（臨時適性検査）が必

要 

高齢者講習の合

理化・高度化 

① 75 歳未満の受講者は３時間 

② 75 歳以上の受講者は２時間半 

 

① 75 歳未満の受講者は２時間 

② 認知機能検査で第３分類と

された 75 歳以上の受講者は２

時間 

③ 認知機能検査で第１・２分類

とされた 75 歳以上の受講者は

３時間 
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1.2 改正道路交通法の施行状況 

 認知機能検査の実施結果 

30 年中において改正後の道路交通法に基づき認知機能検査を受けた者のうち、第１分類

と判定された者は 2.5％、第２分類は 24.5％、第３分類は 73.0％であった。 

 

＜表３ 認知機能検査の実施結果（平成 30 年）＞ 
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 第１分類と判定された者の処分等の状況 

30 年中における第１分類と判定された者で処分等が決定した 39,395 人のうち、医師の診

断を受け、「認知症ではないが認知機能の低下がみられ、今後認知症となるおそれがある」

または、「認知症ではない」と診断され免許継続となった者は 13,714 人（34.8％）、医師の診

断を受け、「認知症」と診断され免許取消し等とされ、また、運転免許証の自主返納及び免

許の失効により免許を断念した者は 25,681 人（65.2％）であった。 

免許継続となった者のうち、最も多いのは、「認知症ではないが認知機能の低下がみられ、

今後認知症となるおそれがある」と診断され一定期間後の診断書の提出（原則６月後）とさ

れた者であり、免許を断念した者のうち、最も多いのは免許証を自主返納した者であった。 

 

＜表４ 第１分類と判定された者の処分等の状況（平成 30 年）＞ 

 

 調査研究分科会における意見 

改正道路交通法の施行状況について、調査研究分科会において委員から次のような意見

があった。 

 

○  現在公表されている診断書のモデル様式はよくできていると思う。 

○  第１分類と判定され医師の診断を受けた者のうち、一定期間後の診断書提出となる

者の割合が高いと感じる。このような結果になった理由について、精緻に分析し、ど

のような対応が可能かを検討する必要があるのではないか。 

○  医師の診断の過程で、自主返納を行う者が相当数いると考えられる。こうした実態

を分析し、医師への情報提供を行うなどの取組が必要ではないか。  
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2. 運転免許証の自主返納に関する調査 

2.1 調査の概要 

運転免許証の自主返納に関する諸対策の一層の推進に資することを目的として、平成 30

年６月 15 日（金）から同年７月 13 日（金）までの間、各都道府県警察の運転免許センター

等に来所し、運転免許証を自主返納した者 1,000 人を対象としてアンケート調査を実施し

た。 

調査対象者 1,000 人は、各都道府県の運転免許保有者数の比率に基づき、各都道府県に割

り振りし、人数に達するまでアンケート調査を行った。 

調査は運転免許センター等で自主返納した対象者本人に対し、運転免許センター等で勤

務する職員が対面して依頼文を示しつつ調査の趣旨を説明した上、対象者がアンケート用

紙に記入又は職員が代筆する方法で行った。 

（本調査で使用した依頼文、アンケート用紙及び調査結果の詳細は、巻末資料７のとおり） 

 

2.2 調査結果 

アンケート調査では、自主返納を考え始めたり、決断したりする理由は、「自分から」と

回答した者が最も多かった。また、自主返納を考え始めたり、決断したりする理由が「家族

以外から」と回答した者のうち、誰に言われて考え始めたり、決断したりしたか質問したと

ころ、「医師」と回答した者が最も多かった。 

 

(ア) 自主返納を考え始めたきっかけ 

自主返納者（n=1,000）に対し、自主返納を考え始めたきっかけについて質問したところ、

「自分から」と回答した者が最も多く全体の約７割を占めた。「家族から言われて」と回答

した者は 32％、「家族以外から言われて」と回答した者が２％であった。 

 

＜表５ 自主返納を考え始めたきっかけ＞ 

 
  

66% 32% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自主返納者

自分から 家族から言われて 家族以外から言われて

（n=1,000） 
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「家族以外から言われて」と回答した者（n=20）に対し、誰から言われたかを質問したと

ころ、「医師」と回答した者が最も多く６割を占めた。警察官（職員）と回答した者は、20％

であった。 

 

＜表６ 自主返納を考え始めたきっかけとして 

家族以外からと言われてと回答した者の内訳＞ 

  
 

(イ) 自主返納を決断した理由 

自主返納者（n=1,000）に対し、自主返納を決断した理由について質問したところ、「から

だが弱ってきたから」と回答した者が 56％と最も多かった。「家族からの一言」と回答した

者は 38％、「家族以外からの一言」と回答した者は６％であった。 

 

＜表７ 自主返納を決断した理由＞ 

 
  

60% 0% 20% 20% 0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「家族以外から言われて」

と回答した者

医師 介護職員 友人・知人 警察官 その他

56%

38%

35%

23%

6%

6%

5%

4%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

からだが弱ってきた

家族からの一言

高齢者による事故のニュースを見た

運転しなくなったから

家族以外からの一言

その他

交通事故・違反をした

認知機能検査等の通知を受けた

認知機能検査等の結果を受けて

自主返納者

（n=20） 

（n=1,000、複数回答） 
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「家族以外からの一言」と回答した者（n=64）に対し、誰に言われたかを質問したところ、

「医師」と回答した者が 48％と最も多く、「友人・知人」と回答した者は 28％、「警察官（職

員）」と回答した者は 23％であった。 

 

＜表８ 自主返納を決断した理由として家族以外からの一言と回答した者の内訳＞ 

 

 

  

48%

28%

23%

8%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

医師

友人・知人

警察官（職員）

介護職員

その他

家族以外からの一言と回答した者

（n=41 複数回答） 
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第3章 第１分類と判定された高齢運転者の診断結果と違反

 事故状況のクロス分析 

1. 調査の概要 

認知機能検査を受検して第１分類（認知症のおそれ）と判定された者を対象として、医師

による診断結果（アルツハイマー型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症、レビー小体

型認知症、その他認知症、認知機能低下及び認知症ではないの７種類）、医師による神経心

理検査の結果、警察による認知機能検査の結果と対象者の診断書提出前１年間の事故・違反

の状況のクロス分析を実施した。 

 

2. 調査の対象者 

認知症対策の強化等を内容とする改正道路交通法が施行された平成 29 年３月 12 日から

翌年３月 31 日までの間に、第１分類と判定され、医師の診断書が提出された 16,044 人（男

性 13,567 人（84.6％）、女性 2,477 人（15.4％））を対象とした。対象者の年齢及び人数分布

は表９のとおりである。また、対象者の医師の診断結果別の MMSE1、HDS－R2、認知機能

検査3の結果は表 10 のとおりである。 

 

 

 

  

                                                        
1 Mini Mental State Examinationの略称。認知機能障害のスクリーニングとして国際的にも広く用いられて

いる。一般に23点以下を認知症の疑いとするカットオフ値が使われているとされている。 
2 改訂長谷川式簡易知能評価スケールの略称。認知機能障害のスクリーニングとして我が国で一般的に使

われており、MMSEと高い相関がある。すべて言語を用いる検査で、記憶に関する項目はMMSEより多

く、一般に20点以下を認知症の疑いとするとされている。 
3 認知機能検査の総合点の算出方法は道路交通法施行規則（第29条の３第１項）に規定されており、次の

計算式により算出する。 
総合点＝1.15×Ａ+1.94×Ｂ+2.97×Ｃ 
Ａ：時間の見当識の点（配点15点） 
Ｂ：手がかり再生の点（配点32点） 
Ｃ：時計描画の点（配点７点） 
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＜表９ 第１分類と判定された者の年齢及び人数分布＞ 

（平成 29 年３月 12 日から 30 年３月 31 日まで） 

 

              

＜表 10 第１分類と判定された者の医師の診断結果別認知機能検査等の結果＞ 

医師の診断結果 人数 (割合) 

MMSE HDS－R 認知機能検査 

平均点 件数 平均点 件数 
総合点

の平均 

時間の

見当識 

手がか

り再生 

時計 

描画 

アルツハイマー型認知症 2,294 14.3% 19.8 1,131 16.4 1,863 34.2 8.8 4.2 5.6 

血管性認知症 324 2.0% 19.8 157 15.8 261 34.1 9.3 4.8 5.0 

前頭側頭型認知症 50 0.3% 21.5 24 17.3 45 36.4 9.7 5.0 5.5 

レビー小体型認知症 29 0.2% 18.4 19 16.9 24 32.6 8.7 3.9 5.3 

その他認知症4 314 2.0% 19.4 175 16.4 242 33.7 8.8 4.3 5.4 

認知機能低下 9,601 59.8% 23.2 5,040 21.1 7,315 39.2 10.8 5.6 5.6 

認知症ではない 3,432 21.4% 25.8 1,290 24.4 2,602 40.9 11.7 6.2 5.4 

合計 16,044 100.0% 23.0 7,836 20.8 12,352 38.7 10.6 5.5 5.5 

                                                        
4 その他認知症とは、アルツハイマー型、血管性、前頭側頭型、レビー小体型の４類型を除く認知症（甲

状腺機能低下症、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、頭部外傷後遺症等）を示す。 
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3. 診断結果と違反・事故件数の関係 

第１分類と判定された者の診断書提出前１年間の診断結果別の延べ違反件数、延べ事故

件数は表 11 のとおりであり、認知症と診断された者（認知症の者）の１人当たりの違反件

数・事故件数は、認知機能低下と診断された者（認知機能低下の者）、認知症ではないと診

断された者（認知症ではない者）と比較して高く、また、75 歳以上免許保有者１人当たり

と比較すると約３倍となっている。 

 

＜表 11 第１分類と判定された者の医師の診断結果と違反・事故件数＞ 

医師の診断結果 人数 
延べ違反

件数 

(1 人当た

りの違反

件数) 

延べ人身事

故件数 

(1 人当たり

の人身事故

件数) 

認知症 3,011 608 0.2019 61 0.0203 

 アルツハイマー型認

知症 

2,294 472 0.2058 47 0.0205 

血管性認知症 324 55 0.1698 8 0.0247 

前頭側頭型認知症 50 18 0.3600 1 0.0200 

レビー小体型認知症 29 4 0.1379 1 0.0345 

その他 314 59 0.1879 4 0.0127 

認知機能低下 9,601 1,487 0.1549 117 0.0122 

認知症ではない 3,432 503 0.1466 47 0.0137 

合計 16,044 2,598 0.1619 225 0.0140 

 

75 歳以上の免許保有

者5 

5,192,016 325,126 0.0633 32,890 0.0064 

 

  

                                                        
5 75歳以上免許保有者のデータは平成28年中のもの。 
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第4章 高齢者講習における実車指導時の運転行動に関する調査  

1. 調査の目的 

高齢者講習における実車指導時に作成する、「運転行動診断票」を基に高齢運転者の運転

行動を分析し、認知機能が低下した高齢運転者の特徴や認知機能の低下による影響を明ら

かにすることを目的とした。 

 
2. 調査の概要 

2.1 概要 

平成 29 年 11 月 13 日（月）から 12 月 10 日（日）までの間、全国 170 か所の自動車教習

所等で高齢者講習を受講する者に対して本調査の協力を依頼し、その同意を得られた者を

対象として、実車指導時の運転行動診断票を記録した。その際、通常の高齢者講習で使用さ

れる運転行動診断票の様式ではなく、備考欄に指導内容の種類を類型化するなど、運転行動

をより詳細に記録しやすくした様式を使用した。（巻末資料８のとおり） 

なお、本調査分析では、実車指導を四輪車で受講した 1,734 人6について、課題で指摘を受

ける割合を分析した。 

 
2.2 実車指導の内容 

現在、高齢者講習は、認知機能検査の結果に基づき行うこととされており、実車指導につ

いても対象者の認知機能検査の結果ごとに、次のような指導方法がとられている。 

 

(ア) 第１分類（認知症のおそれがある）の者に対する指導方法（危険度観察型「ノンス

トップ方式」） 

まず、運動機能に関する課題として「方向変換」及び「見通しの悪い交差点」を実施する。

次に、記憶力・判断力に関する課題として、「信号機のある交差点」、「一時停止標識のある

交差点」、「進路変更」及び「カーブ走行」を実施するが、１回目の走行では、運転操作不適

等の失敗があっても直ちに指摘・指導は行わず、運転行動診断票に記録して運転の危険度を

把握するにとどめ、２回目の走行において、１回目で失敗した課題を再度実施し、成功する

                                                        
6 対象者数を全国で1,600人とし、各都道府県の75歳以上運転免許保有者数（28年末日時点）に応じ、人数

を割り当てた。各都道府県内において、それぞれ割り当てられた人数以上を対象者が集まるまで、高齢者

講習受講者に対して調査への協力を依頼し、調査の協力を得られた対象者の実車指導について運転行動診

断票を記録した（対象者が割り当てられた人数を超えた場合も、記録した全ての運転行動診断票を分析対

象とした。）。また、各都道府県警察では、割り当てられた人数を確保するために必要と考えられる数の

自動車教習所等をそれぞれ実施場所として選定したが（その結果、全国で合計170か所となった）、その

選定に当たっては、都市部と地方部の両方の自動車教習所等に協力を求めるなど、できる限り様々な交通

環境の者について調査が行われるよう配慮した。 
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まで何度でも同じ課題を繰り返すという方法により指導を行っている。 

 

＜表 12 第１分類の者に対する指導方法（危険度観察型「ノンストップ方式」）＞ 
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(イ) 第２分類（認知機能が低下しているおそれがある）の者に対する指導方法（到達度

段階型「ステップアップ方式」） 

まず、運動機能に関する課題として「方向変換」を実施し、「段差乗り上げ」、「車両感覚

走行」及び「パイロンスラローム」のうち１課題を実施し、その後、「見通しの悪い交差点」

を実施する。次に、記憶力・判断力に関する課題として、「信号機のある交差点」、「一時停

止標識のある交差点」、「進路変更」及び「カーブ走行」を実施するが、運転操作不適等の失

敗があったときは直ちにその内容を運転行動診断票に記録するとともに指摘・指導を行っ

て再び同じ課題を行い、成功したら次の課題へ進む方法により指導を行っている。 

 

＜表 13 第２分類の者に対する指導方法（到達度段階型「ステップアップ方式」）＞ 
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(ウ) 第３分類（認知機能が低下しているおそれがない）の者及び 75歳未満の者に対する

指導方法（まとめ診断方式） 

運動機能に関する課題として、「方向変換」を実施し、「段差乗り上げ」、「車両感覚走行」

及び「パイロンスラローム」のうちの２課題を実施し、その後、「見通しの悪い交差点」を

実施する。次に、記憶力・判断力に関する課題として、「信号機のある交差点」、「一時停止

標識のある交差点」、「進路変更」及び「カーブ走行」を実施するが、失敗があっても直ちに

指導は行わず、運転行動診断票に記録するにとどめ、全ての課題を終えた後に運転行動診断

票に基づいて指導を行う方法により指導を行っている。 

 

＜表 14 第３分類の者に対する指導方法（まとめ診断方式）＞ 
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2.3 運転行動診断票の記載 

教習指導員が受講者の実車指導の様子を記録した。本調査においては、実車指導時の運転

行動の特徴を詳細に把握するため、本調査独自の運転行動診断票（巻末資料８のとおり）を

作成し、使用した。 

 
2.4 ドライブレコーダーでの映像の記録 

本調査では、受講者の実車指導時の様子をドライブレコーダー（以下「ドラレコ」という。）

により撮影した。 
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3. 調査結果  

3.1 属性 

本調査の対象者の属性は表 15 のとおりである。 

なお、本調査研究では、認知機能が低下した高齢運転者の特徴や認知機能の低下による影

響を明らかにすることを目的としていることから、認知機能検査の結果が未回答の者 608 人

は、比較分析の対象から除外した。 

 

＜表 15 調査対象者の属性＞ 

年齢別 第１分類 第２分類 第３分類 未回答 小計 

75 歳未満 1 1 14 432 448 

75～80 歳未満 49 240 275 12 576 

80 歳以上 43 248 210 5 506 

未回答 9 16 20 159 204 

小計 102 505 519 608 1,734 

 
 

3.2 運転行動診断票の分析 

運転行動診断票に記載された受講者の各課題についての成否等について認知機能検査の

分類別に集計し、比較を行った。 

なお、前記２(1)で記載のとおり、認知機能検査の分類別により実車指導の方法は異なり、

各課題について１回目で失敗したとしても２回目を実施しない場合があることから、各課

題の１回目のみに着目し、１回目で指摘を受けることなく成功した者と１回目で何らかの

指摘を受けた者の割合を比較した。 

また、本調査は認知機能に応じた対策の在り方を明らかにすることを目的としたもので

あることから、認知機能と関連性が高い記憶力・判断力に関する課題に特に焦点を当て、比

較・分析を行うこととした。 

また、高齢者講習における実車指導は、受講者の運転行動を十分観察した上で指導を行う

ものであるから、信号無視や一時不停止、合図不履行、運転操作不適等の失敗があったこと

のみをもって課題を打ち切ることはせず、それぞれの課題の後又は全ての課題が終了した

後に指摘・指導を行うこととしているが、例えば、受講者の運転により危険を生じさせるこ

とが明白となった場合等、課題を最後まで実施することが困難である場合には、高齢者講習
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指導員が「危険性が高く打ち切り」と判断し、次の課題に移ることとしている。 

このため、例えば、今回の分析では、見通しの悪い交差点に進入する際に、一時停止の標

識を減速せずに通過し、その後も減速しなかった課題（見通しの悪い交差点）や、Ｓ字コー

スを走行時にハンドル操作が遅れたため両前輪が脱落するなど、数度の指導を受けたにも

かかわらず改善が見られなかった課題（車両感覚走行）等において、「危険性が高く打ち切

り」と判断された者がいることから、「危険性が高く打ち切り」と判断された者の割合につ

いても分析した。 

 

(ア) 信号機のある交差点 

信号機のある交差点の課題について、指摘があった者の割合は、第１分類の者が 19％、

第２分類の者が 11％、第３分類の者が７％であり、第１分類の者の指摘ありの割合が最も

高かった。 

 

＜表 16 信号機のある交差点＞ 

 

  

31(7%)

52(11%)

17(19%)

432(93%)

429(89%)

74(81%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第３分類(n=463)

第２分類(n=481)

第１分類(n=91)

指摘あり １回目成功（指摘なし）
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(イ) 一時停止標識のある交差点 

一時停止標識のある交差点の課題について、指摘があった者の割合は、第１分類の者が

74％、第２分類の者が 57％、第３分類の者が 58％であり、第１分類の者の指摘ありの割合

が最も高かった。 

 

＜表 17 一時停止標識のある交差点＞ 

 
 

(ウ) 進路変更（路上の障害物等を回避するため進路変更を行う課題） 

進路変更の課題について、指摘があった者の割合は、第１分類の者が 76％、第２分類の

者が 63％、第３分類の者が 60％であり、第１分類の者の指摘ありの割合が最も高かった。 

 

＜表 18 進路変更＞ 
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(エ) カーブ走行（カーブに応じ適切に速度調節やハンドル操作を行う課題） 

カーブ走行の課題について、認知機能検査の分類別の指摘ありの割合は、第１分類の者が

34％、第２分類の者が 23％、第３分類の者が 27％であり、第１分類の者の指摘ありの割合

が最も高かった。 

 

＜表 19 カーブ走行＞ 

 
 

(オ) 危険性が高く打ち切りと判断された受講者の割合 

すべての課題を通じて、「危険性が高く打ち切り」と判断された者の割合は、第１分類の

者が 2.9％と最も高く、第２分類の者で 1.4％、第３分類の者で 0.6％であった。 

 

＜表 20 危険性が高く打ち切りと判断された受講者の割合＞ 
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3.3 ドラレコの映像の分析結果 

受講者の個人指導の様子をドラレコにより撮影した映像（以下「ドラレコ映像」という。）

について、第１分類の者を重点にその運転行動の観察を行ったところ、課題を成功させる者

が存在する一方、一時停止標識のある交差点や進路変更の課題について、指導員から指導を

受けたにもかかわらず改善が認められない、逆走を繰り返すなど、危険な運転行動が認めら

れる者が存在した。 

なお、第２分類、第３分類の者のドラレコ映像については、「高齢者の特性等に応じたき

め細かな対策の強化に向けた運転免許制度の在り方等に関する調査研究」分科会（以下「第

３分科会」という。）において分析を実施したが、Ｓ字走行中や方向変換時に脱輪を繰り返

すなど、第２分類、第３分類の者についても第１分類の者と同様に危険な運転行動が認めら

れる者が存在した。 

    

 

 

 

 

○ 第１分類の者が反対車線を走行する様子 
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○ 第１分類の者が対向車両と衝突しそうになる様子 

 

 

○ 第２分類の者がガードレールに衝突しそうになる様子 
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○ 第３分類の者が反対車線を走行する様子 
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4. まとめ 

○  第１分類の者は、記憶力・判断力に関する４つの課題全てにおいて、他の分類の者

と比較して、指摘があった者の割合が最も高かった。 

○  「一時停止標識のある交差点」と「進路変更」の課題については、第１分類の者と

他の分類の者との間において、指摘があった者の割合に顕著な差が認められた。 

○  危険性が高く高齢者講習を打ち切りと判断された受講者の割合についても、第１分

類の者が最も高かったが（2.9％）、第２分類の者（1.4％）、第３分類の者（0.6％）

も存在している。 
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第5章 実車と運転シミュレーターによる調査 

1. 調査の概要 

認知症の者、認知機能低下の者及び認知機能正常の者の運転能力を明らかにすることを

目的とし、平成 30 年 10 月 18 日（木）から同年 12 月８日（土）までの間、医師により「認

知症」と診断された者（以下本章において「認知症の者」という。）、「軽度認知障害」と診

断された者（以下本章において「認知機能低下の者」という。）、認知機能検査で第３分類と

判定された者（以下本章において「認知機能正常の者」という。）に対し、実車又は運転シ

ミュレーターによる調査を実施してその結果を測定し、比較・分析した。 

 
2. 調査の内容 

2.1 調査対象者 

対象者の要件は次のとおりとし、医療法人敦賀温泉病院の協力を得て募集を行った。 

(ア) 認知症の者 

 75 歳以上の者 

 敦賀温泉病院の医師により認知症7と診断された者 

 本調査研究への協力に同意した者 

(イ) 認知機能低下の者 

 75 歳以上の者 

 普通免許を保有している者 

 敦賀温泉病院の医師により、認知症ではないが認知機能の低下がみられ、今後 

認知症となるおそれがあると診断された者8 

 本調査研究への協力に同意した者 

(ウ) 認知機能正常の者 

 75 歳以上の者 

 普通免許を保有している者 

 直近の認知機能検査により第３分類と判定された者 

                                                        
7 本調査では、CDR１の者を調査の対象とした。 
なお、CDRとは、Clinical Dementia Ratingの略語であり、記憶、見当識、判断力と問題解決、地域生活、

家庭生活、介護状況の６項目に関して、介護者への半構造化面接（一定の質問に従って面接を進めなが

ら、被面接者の回答に応じて面接者が何らかの反応を示したり、質問の表現、順序、内容などを変えたり

することができる面接法）に基づいて認知症の重症度を評価する方法で国際的に広く使われている。０：

健常、0.5：認知症の疑い、１：軽度認知症、２：中程度認知症、３：重度認知症の５段階に分けられ

る。 
8 本調査では、CDR0.5の者を調査の対象として想定した。 
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 高齢者講習を受講するため、学校法人福井県自動車学園敦賀自動車学校を訪れた

者 

 本調査研究への協力に同意した者 

 
2.2 調査の内容 

 実車による調査 

実車による調査は、認知機能低下の者及び認知機能正常の者を対象とした。認知症の者に

ついては、安全面や倫理面を考慮して調査の対象から除外した。 

なお、実車調査に当たっては、敦賀自動車学校の協力を得て、同校の高齢者講習指導員が

行った。 

 

 運転シミュレーターによる調査 

運転シミュレーターによる調査は、認知症の者、認知機能低下の者及び認知機能正常の者

を対象とした。 

なお、運転シミュレーターによる調査に当たっては、認知症の者は敦賀温泉病院において

警察庁担当者が、認知機能低下の者及び認知機能正常の者は敦賀自動車学校において同校

の高齢者講習指導員が、それぞれ行った。 

 
2.3 調査の流れ 

調査において使用した対象者に対する説明文書、同意書は巻末資料９のとおり。 

 

 認知症の者を対象とした調査 

(ア) 対象者への参加要請 

敦賀温泉病院の医師が、同病院に治療のため通院している者に対して説明文書を示して

本調査への参加要請を行い、調査に協力の意思を示した者から警察庁担当者が同意書を徴

収した。 

(イ) 調査の実施 

同意を得られた者に対し、敦賀温泉病院において運転シミュレーターを使用した運転能

力の調査を実施した。調査は、警察庁担当者が担当した。 

(ウ) 診断データの収集 

敦賀温泉病院から、診断データの収集に同意した者の診断結果、MMSE の結果の提供を

受けた。 
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 認知機能低下の者を対象とした調査 

(ア) 対象者への参加要請 

認知症の者と同様、敦賀温泉病院の医師が、同病院に治療のため通院している者に対して

説明文書を示して本調査への参加要請を行った。調査への協力の意思を示した者に対し、警

察庁担当者が連絡を取り、調査の日程を調整するとともに、敦賀自動車学校の担当者が調査

当日、対象者から同意書を徴収した。 

(イ) 調査の実施 

調査への協力に同意した者に対し、敦賀自動車学校において、実車及び運転シミュレータ

ーによる調査を実施した。調査の実施は、敦賀自動車学校の高齢者講習指導員が担当した。 

(ウ) 診断データの受領 

敦賀温泉病院から、診断データの収集に同意した者に係る診断結果、MMSE の結果の提

供を受けた。 

 

 認知機能正常の者を対象とした調査 

(ア) 対象者への参加要請 

高齢者講習を受講するため、敦賀自動車学校を訪れた者に対して同校職員から本調査へ

の参加要請を行った。調査への協力に同意した者から同校職員が同意書を徴収した。 

(イ) 調査の実施 

調査への協力に同意した者に対し、敦賀自動車学校において、実車及び運転シミュレータ

ーによる調査を実施した。 
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2.4 調査対象者の属性 

調査に協力を得られたのは、認知症の者 14 人、認知機能低下の者 20 人、認知機能正常の

者 29 人であった。その属性は表 21 のとおりである。 

 

＜表 21 対象者の属性＞ 

対象 人数 (男性) (女性) 平均年齢 (男性) (女性) 

認知症の者9 14 10 4 78.4 77.5 80.5 

認知機能低下の者10 20 13 7 79.5 80.3 78 

認知機能正常の者 29 21 8 77.3 77.5 77 

 

また、対象者の認知機能検査の結果（総合点、項目別点数）、医師による神経心理検査

（MMSE）の結果は表 22 のとおりである。 

 

＜表 22 対象者の認知機能検査・MMSE の結果（平均点）＞ 

対象者 

認知機能検査 MMSE11 

受検者数 総合点 
時 間 の

見当識 

手がかり

再生 
時計描画 受検者数 点数 

認知症の者 11 46.5 9.9 9.0 6.1 14 20.5 

認知機能低下の者 17 66.4 13.3 17.0 6.3 20 25.3 

認知機能正常の者 29 85.9 14.5 25.5 6.8 ― 

 

  

                                                        
9 認知症の者の中には68歳の者、71歳の者がそれぞれ１人含まれる。 
10 認知機能正常の者の中には74歳の者が６人含まれる。 
11 認知機能正常の者のMMSEの結果は集約していない。 
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3. 実車による調査 

（認知機能低下の者と認知機能正常の者を対象に実施） 

 

3.1 調査の方法 

 実車指導 

認知機能低下の者と認知機能正常の者に対して、高齢者講習の実車指導と同じ内容の実

車指導を行った。 

実車の方式は、認知機能検査により第１分類と判定された者に対する危険度観察型「ノン

ストップ方式」12を採用し、記憶力・判断力に関する課題に加え、運動機能に関する課題に

ついても時間切れや危険性が高いと判断された場合を除いて成功するまで繰り返し実施す

ることとした。 

実施時間は１人当たり 20 分とし、助手席に高齢者講習指導員が同乗して指導を行った。 

 

 運転行動診断票 

実車指導の運動機能に関する課題と記憶力・判断力に関する課題について、成功するまで

に要した回数や指摘を受けた具体的理由等について記録するため、本調査専用の運転行動

診断票を使用した。 

また、運転行動診断票には、各課題に対する評価に加え、運転操作に関する診断・指導と

して「単純反応・選択反応」、「注意分配・複数作業」、及び「ハンドル操作」の評価項目を

設定し、高齢者講習指導員による評価を実施した。 

さらに、講評として「指導に対する理解度」、「指導を受けた後の改善度」、「運転継続の可

否」について高齢者講習指導員が評価したほか、「条件を付ければ運転継続が可能」と判断

した者について必要な条件とその条件が必要な理由を高齢者講習指導員が記載することと

した。 

本調査に使用した運転行動診断票は次のとおりである。 

  

                                                        
12 危険度観察型「ノンストップ方式」の具体的な指導方法については、前述（P17）のとおりである。 
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＜運転行動診断票（１ページ）＞
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＜運転行動診断票（２ページ）＞ 

 



 

36 
 

 

＜運転行動診断票（３ページ）＞ 
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 ドラレコでの映像の記録 

ドラレコ映像を観察することにより、調査対象者の運転行動の分析を実施した。ドラレコ

は、車両前方と車内を撮影する２つのカメラが設置された機種を使用した。 

 

＜実車の実施状況（一時停止標識のある交差点）＞

 

 

＜実車の状況（方向変換）＞ 
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3.2 調査結果 

 運動機能に関する課題 

本調査では、運動機能に関する課題のうち、方向変換、見通しの悪い交差点、車両感覚走

行及びパイロンスラロームの４つを実施し、段差乗り上げについては実施しなかった。４つ

の課題について認知機能低下の者と認知機能正常の者を比較したが、いずれについても両

者の間で顕著な差は認められなかった。その結果は次のとおりである。 

 
(ア) 方向変換 

 

対象者 
課題１回目 課題２回目 課題３回目 課題４回目 時間切れ等 

実施 成功 割合 実施 成功 割合 実施 成功 割合 実施 成功 割合 該当者 

認知機能低下

の者(n=20) 
20 12 60% 8 8 100% 

  
0 

認知機能正常

の者(n=29) 
29 21 72% 713 5 71% 2 0 0% 2 1 50% 114 

 
(イ) 見通しの悪い交差点 

 

対象者 
課題１回目 課題２回目 

実施 成功 割合 実施 成功 割合 

認知機能低下の者(n=20) 20 18 90% 2 2 100% 

認知機能正常の者(n=29) 29 27 93% 2 2 100% 

 

(ウ) 車両感覚走行（クランク走行・８の字走行） 

 

対象者 
課題１回目 課題２回目 

実施 成功 割合 実施 成功 割合 

認知機能低下の者(n=20) 20 19 95% 1 1 100% 

認知機能正常の者(n=29) 29 27 93% 2 2 100% 

 

  

                                                        
13 認知機能正常の者１人は、２回目以降実施すべきところ誤って中止したもの。 
14 認知機能正常の者１人は、危険性が高く課題を打ち切ったもの。 
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(エ) パイロンスラローム（パイロンに接触せずスラローム走行を行う課題） 

 

対象者 
課題１回目 課題２回目 

実施 成功 割合 実施 成功 割合 

認知機能低下の者(n=20) 20 19 95% 1 1 100% 

認知機能正常の者(n=29) 29 27 93% 2 2 100% 

 
 記憶力・判断力に関する課題 

記憶力・判断力に関する課題である、信号機のある交差点、一時停止標識のある交差点、

進路変更及びカーブ走行の４つの課題について、認知機能低下の者と認知機能正常の者の

結果を比較したが、いずれについても両者の間で顕著な差は認められなかった。その結果は

次のとおりである。 

 
(ア) 信号機のある交差点 

 

対象者 
課題１回目 課題２回目 

実施 成功 割合 実施 成功 割合 

認知機能低下の者(n=20) 1915 18 95% 1 1 100% 

認知機能正常の者(n=29) 29 27 93% 2 2 100% 

 

(イ) 一時停止標識のある交差点 

 

対象者 
課題１回目 課題２回目 課題３回目 課題４回目 

実施 成功 割合 実施 成功 割合 実施 成功 割合 実施 成功 割合 

認知機能低下

の者(n=20) 
20 11 55% 9 5 56% 4 4 100% 

 

認知機能正常

の者(n=29) 
29 14 48% 15 12 80% 3 2 67% 1 1 100% 

 
  

                                                        
15 認知機能低下の者１人が記入漏れであった。 
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(ウ) 進路変更（路上の障害物等を回避するため進路変更を行う課題） 

 

対象者 
課題１回目 課題２回目 課題３回目 課題４回目 時間切れ等 

実施 成功 割合 実施 成功 割合 実施 成功 割合 実施 成功 割合 該当者16 

認知機能低下

の者(n=20) 
20 4 20% 16 9 56% 7 2 29% 5 1 20% 4 

認知機能正常

の者(n=29) 
29 11 38% 18 11 61% 7 4 57% 3 0 0% 3 

 

(エ) カーブ走行（カーブに応じ適切に速度調節やハンドル操作を行う課題） 

 

対象者 
課題１回目 課題２回目 課題３回目 

実施 成功 割合 実施 成功 割合 実施 成功 割合 

認知機能低下の者(n=20) 20 17 85% 3 3 100%  

認知機能正常の者(n=29) 29 26 90% 3 1 33% 2 2 100% 

 

  

                                                        
16 時間切れ等の該当者７人はいずれも時間切れのため課題の実施を打ち切ったもの。 
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 指摘を受けた課題数 

 運動機能に関する課題、記憶力・判断力に関する課題の計８種類の課題について、１回目

に成功できなかった課題の数を認知機能低下の者と認知機能正常の者との間で比較した。 

認知機能低下の者の中には、６課題で指摘を受けた者が存在したが、全体として指摘を受

けた数の分布に顕著な傾向は認められなかった。 

 

＜表 23 指摘を受けた課題数の分布＞ 

 
指摘を受けた課題 指摘なし １課題 ２課題 ３課題 ４課題 ５課題 ６課題 ７課題 ８課題 

認知機能低下の者(n=20) 1(5%) 6(30%) 8(40%) 4(20%) 0 0 1(5%) 0 0 

認知機能正常の者(n=29) 3(10%) 10(34%) 8(28%) 6(21%) 1(3%) 1(3%) 0 0 0 

   
  

10%
34%

28%21%
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0%
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

指摘なし

１課題

２課題

３課題

４課題

５課題

６課題

７課題

８課題

認知機能低下の者(n=20) 認知機能正常の者(n=29)
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 運転操作に関する診断・指導 

運転操作に関する診断・指導として、調査対象者の「単純反応」、「選択反応」、「ハンドル

操作」及び「注意分配・複数作業」について高齢者講習指導員が行った評価を認知機能低下

の者と認知機能正常の者との間で比較した。 

「単純反応・選択反応」及び「不正確・むら」は両者の間に顕著な差は認められなかった

が、「注意分配・複数作業」は認知機能低下の者が「注意が一点のみに集中」の項目で指摘

を受けた割合が高かった。 

一方、「ハンドル操作」については、認知機能正常の者が「大回り・左折時」、「内回り・

右折時」の項目で指摘を受けた割合が高かった。 

 
(ア) 単純反応・選択反応（ペダル操作に関する評価） 

 

対象者 指摘なし 
反応でき

ない 

著しく反

応が遅い 

著しく反応む

らが大きい 

誤った反応

をする 
その他17 

認知機能低下の者

(n=20) 
20(100％) 0(0％) 0(0％) 0(0％) 0(0％) 0(0％) 

認知機能正常の者

(n=29) 
28(97％) 0(0％) 0(0％) 0(0％) 0(0％) 1(3％) 

 
 
(イ) 注意分配・複数作業に関する評価（安全確認や複数作業に関する評価） 

 

対象者 指摘なし 注意が一点のみに集中 複数作業ができない その他 

認知機能低下の者

(n=20) 
14(70％) 5(25％) 1(5％) 0(0％) 

認知機能正常の者

(n=29) 
27(93％) 2(7％) 0(0％) 0(0％) 

 
  

                                                        
17 その他の指摘を受けた１人については、運転行動診断票の備考欄に「ハンドル戻すタイミング、戻る

までの回し具合がわからないまま、まっすぐに修正に気を取られる」との記載があった。 
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(ウ) ハンドル操作 

〇 大まわり 

 

対象者 指摘なし 右折時 左折時 

認 知 機 能 低 下 の 者

(n=20) 
18(90％) 1(5％) 1(5％) 

認 知 機 能 正 常 の 者

(n=29) 
20(69％) 0(0％) 9(31％) 

 

〇 内まわり 

 

対象者 指摘なし 右折時 左折時 

認 知 機 能 低 下 の 者

(n=20) 
20(100％) 0(0％) 0(0％) 

認 知 機 能 正 常 の 者

(n=29) 
25(86％) 4(14％) 0(0％) 

 

〇 不正確・むら 

 

対象者 指摘なし 著しく反応むらが大きい 誤った反応をする その他18 

認知機能低下の者

(n=20) 
20(100％) 0(0％) 0(0％) 0(0％) 

認知機能正常の者

(n=29) 
28(97％) 0(0％) 0(0％) 1(3％) 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
18 その他の指摘を受けた１人については、運転行動診断票の備考欄に「左大回りや右折のショートカッ

トに注意」との記載があった。 
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 その他指導項目 

その他指導項目である、「指示違反」、「逆走」、「接触」、「脱輪・コース逸脱」及び「補助

ブレーキ使用」の項目について、指導員が行った評価を認知機能低下の者と認知機能正常の

者とを比較した。 

「指示違反」、「脱輪・コース逸脱」及び「補助ブレーキ使用」については両者の間に顕著

な差は認められなかったが、「逆走」については認知機能低下の者の２割が指摘を受けてい

る。 

一方、「接触」については、認知機能低下の者で指摘を受けた者はいないが、認知機能正

常の者の２割が指摘を受けた。 

 

(ア) 指示違反 

 

対象者 指摘なし 指摘あり19 

認知機能低下の者(n=20) 19(95％) 1(5％) 

認知機能正常の者(n=29) 28(97％) 1(3％) 

 

(イ) 逆走 

 

対象者 指摘なし 指摘あり20 

認知機能低下の者(n=20) 16(80％) 4(20％) 

認知機能正常の者(n=29) 29(100％) 0(0％) 

 

(ウ) 接触（ポールやパイロンとの接触の有無） 

 

対象者 指摘なし 指摘あり21 

認知機能低下の者(n=20) 20(100％) 0(0％) 

認知機能正常の者(n=29) 23(79％) 6(21％) 

 

 

  

                                                        
19 指示違反をした回数は、認知機能低下の者が１回、認知機能正常の者が２回 
20 逆走回数は、３回行った者が１人、１回行った者が３人 
21 接触回数は、３回が１人、１回が５人 
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(エ) 脱輪・コース逸脱 

 

対象者 指摘なし 指摘あり22 

認知機能低下の者(n=20) 14(70％) 6(30％) 

認知機能正常の者(n=29) 23(79％) 6(21％) 

 

(オ) 補助ブレーキ使用 

 

対象者 指摘なし 指摘あり23 

認知機能低下の者(n=20) 19(95％) 1(5％) 

認知機能正常の者(n=29) 27(93％) 2(7％) 

 

 高齢者講習指導員の講評 

「指導に対する理解度」、「指導を受けた後の改善度」及び「運転継続の可否」、「運転継続

が可能な条件」に関する指導員の講評について、認知機能低下の者と認知機能正常の者とを

比較した。 

「指導に対する理解度」について「正しく理解できた」と指導員が評価した割合、「指導

を受けた後の改善度」について「改善が認められた」と指導員が評価した割合は、いずれも、

認知機能低下の者（45％、42％）が認知機能正常の者（62％、52％）よりも低くなった。 

「運転継続の可否」について「運転継続が可能」と指導員が評価した割合は、認知機能低

下の者（65％）が認知機能正常の者（83％）よりも低く、「条件を付ければ運転継続が可能」

と指導員が評価した割合は、認知機能低下の者（35％）が認知機能正常の者（17%）よりも

高かった。 

「条件を付ければ運転継続が可能」と評価された者は 12 人であり、指導員が条件として

挙げたものは、「地域限定」が６人と最も多かった。 

 

  

                                                        
22 脱輪・コース逸脱回数は、３回が１人（認知機能正常の者）、１回が11人 
23 補助ブレーキ使用回数は、２回が１人（認知機能正常の者）、１回が２人 
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(ア) 指導に対する理解度 

 

対象者 
正しく理解でき

た 

おおむね理解で

きた 

あまり理解でき

なかった 

ほとんど理解で

きなかった 

認知機能低下の者

(n=20) 
9(45%) 10(50%) 1(5%) 0(0%) 

認知機能正常の者

(n=29) 
18(62%) 9(31%) 2(7%) 0(0%) 

 

(イ) 指導を受けた後の改善度 

 

対象者 
改善が認め

られた 

おおむね改善が

認められた 

あまり改善が認

められなかった 

ほとんど改善が認め

られなかった 

認知機能低下の者

(n=20)24 
8(42%) 10(53%) 1(5%) 0(0%) 

認知機能正常の者

(n=29) 
15(52%) 13(45%) 1(3%) 0(0%) 

 

(ウ) 運転継続の可否 

 

対象者 運転継続は可能 条件を付ければ運転継続は可能 運転継続は困難 

認知機能低下の者(n=20) 13(65%) 7(35%) 0(0%) 

認知機能正常の者(n=29) 24(83%) 5(17%) 0(0%) 

 

(エ) 運転継続が可能な条件 

運転継続に条件が必要と判断されたのは 12 人であり、その内訳は次のとおりである。 

対象者 
家族等同乗 地域限定 

速 度 限

定 
その他25 合計 

認知機能低下の者(n=7) 1 4 1 1 7 

認知機能正常の者(n=5) 0 2 2 1 5 

合計 1 6 3 2 12 

                                                        
24 認知機能低下の者１人は記入漏れ 
25 その他の条件は、「上半身を動かして確認を行う」、「衝動を抑止する」 
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(オ) 条件が必要な理由 

「運転継続の可否」に関する講評で、「条件を付ければ運転継続が可能」が評価された者

について、その条件が必要な理由は表 24 のとおりである。 

 

＜表 24 条件が必要な理由＞ 

分類 具体的条件 理由 属性 

家族等同

乗 

家族等に同乗

してもらう 

コースの指示をわずかな時間で忘れる、右側通

行に対して違和感を持たれていない。 

認知機能

低下 

地域限定 知っている道

（自宅近く等） 

注意が一点に集中すると道が見えていない、右

側通行のおそれ有り。 

走行ルートを

設定しての運

転 

走行中、ミラーを見ることがないとのこと、情

報収集に乏しく危険であり、車線変更・後退等、

難しい運転行動はさせない方がよい。 

慣れている所、

知っている所 
１つのことに集中しすぎ他が見えない。 

自宅周辺の走

り慣れた道 

交通情報の多い道や不慣れな道での見落とし

や不確認が予測される。 

生活圏内に限

る 

日常から生活圏でのみの運転。駐車場は前進で

入れて前進で出られるように駐車していると

のことから。 

認知機能

正常 

広い道路を走

る 

狭い道路での運転が苦手なようなので、駐車場

等でも他車に衝突しないよう気を付けてほし

いと思ったため。 

速度限定 速度を押さえ

た運転 

運転が惰性になっており、突発的なことに対応

できないおそれがあると思われるため。 

認知機能

低下 

安全速度の遵

守 

合図の遅れや忘れ、動作（特にハンドル）に機

敏性がない。 

認知機能

正常 

速度ひかえる

ように 
速度をひかえる事で安全運転可能と考えた。 

その他 上半身を動か

しての確認を

行う 

首が動かない（手術をしたとのことでした。）

ため、上半身ごと、しっかり動かして積極的に

確認することが必要。 

認知機能

低下 

衝動を抑止す

る 
先急ぎの傾向があったため。 

認知機能

正常 
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 ドラレコ映像の分析結果 

本調査に係るドラレコ映像を確認したところ、認知機能正常の者の中にも、危険な運転行

動を繰り返すなど運転リスクが高いと認められる者も存在した。 

 

＜ドラレコ映像（一時不停止の状況）＞ 

 

 

＜ドラレコ映像（車線逸脱の状況）＞ 
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4. 運転シミュレーターによる調査 

（すべての者を対象に実施） 

 

4.1 調査の方法 

本調査では、本田技研工業株式会社安全運転普及本部の協力を得て同社製運転シミュレ

ーター「Honda セーフティーナビ」を使用した。同シミュレーターに搭載されている運転能

力評価サポートソフトのうち、「運転反応検査」、「総合学習体験」及び「危険予測体験」の

３種類のソフトを使用した。 

なお、シミュレーター酔いの発生を極力防止するため、１つのディスプレイを使用して実

施した。 

 

 運転反応検査 

運転反応検査の検査項目、検査内容及び測定する運転機能は次のとおりである。 

 

〇 単純反応検査   

＜単純反応検査の画面＞ 

 
 

単純反応検査は、アクセルペダルを踏んだ状態から緑ランプの点灯でアクセルペダルを

放す動作を行い、反応動作の速さ及び反応動作のムラを測定する。 
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〇 選択反応検査   

＜選択反応検査の画面＞ 

 
 

選択反応検査は、アクセルペダルを踏んだ状態からランプの色（赤、青、黄）に対し、決

められた操作（赤：アクセルペダルを放してブレーキを踏む、青：アクセルペダルを踏み続

ける、黄：アクセルペダルを放す）を行い、反応動作の速さ、反応動作のムラ、誤反応の回

数及び判断の速さを測定する。 

 

〇 注意分配・複数作業検査   

 

＜注意分配・複数作業検査の画面＞ 

 
 

注意分配・複数作業検査は、画面中心部と周辺部の視角刺激に対し、決められた操作（画

面中心部は赤色の矢印が表示され、矢印の示す方向にハンドルを切る操作を行う。周辺部は

丸い赤、青、黄の信号であり、求められる操作は選択反応操作と同じ。）を行い、反応動作

の速さ、反応動作のムラ、誤反応の回数を測定する。 
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 危険予測体験 

対象者に運転シミュレーターの操作に慣れてもらうため、危険予測体験の課題を実施し

た。同検査は、操作の習熟を目的として実施したことから、同検査に係る運転行動の測定・

評価は実施しなかった。 

 

 総合学習体験 

＜総合学習体験の画面＞ 

 

実際の市街地を想定したコースを２回走行し、それぞれ対象者の運転能力を測定した。ま

た、１回目の走行では危険な運転行動について、その都度、高齢者講習指導員又は警察庁担

当者が指摘・指導を行い、２回目は指摘等を行わず、１回目と２回目の運転行動を比較し、

指摘等が運転行動にどのような影響が及ぼすかを測定した。 

総合学習体験のコース図、検査項目、検査内容及び測定する運転機能は表 24 及び表 25 の

とおりである。 
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＜表 24 総合学習体験のコース図26＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
26 総合学習体験には３つのコースが用意されているが、本調査ではコース１を選択した。 
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＜表 25 総合学習体験の検査項目＞ 

 

 

  

検査項目 測定する運転機能 

発進停止 急発進操作 

停止線・踏切・赤信号での不停止 

急ブレーキ操作 

合図 合図（ウインカー）なし 

合図方向間違い 

安全確認 後方確認不適 

前方危険車両等見落とし 

信号、標識、標示等の見落とし 

位置 停止位置不適 

走行車線不適 

車間距離、側方間隔不適 

車線のはみ出し 

速度 速度超過割合 

速度超過分の平均速度 

右左折時の交差点内平均速度 

全般 進路間違い 

ヒヤリハット 

事故発生 
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4.2 調査結果 

 運転反応検査の結果 

運転反応検査は、認知症の者 14 人、認知機能低下の者 20 人、認知機能正常の者 29 人に

対して実施した。 

なお、調査の途中でシミュレーター酔い等を訴え、調査を中止した者は１人もいなかった。 

３つの対象群における運転反応検査の各検査項目の結果を「箱ひげ図」27を用いて比較し

た結果は次のとおりである。 

 

 
 

                                                        
27 「箱ひげ図」はデータのばらつき具合を示すのに用いる。異なる複数のデータのばらつきを比較する

ことが可能である。 

「箱ひげ図」は、四分位を用いてデータの散らばりを表す。四分位とは、データを昇順に並べて４等分

したものであり、小さい値から数えて総数の１/４番目に当たる値が第１四分位、真ん中に当たる値が第

２四分位（=中央値）、３/４に当たる値が第３四分位となる。（総務省統計局ホームページより） 
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(1) 単純反応検査  

① 反応動作の速さ 

・ 単純反応検査における反応動作の速さは、ラ

ンプ点灯に対しアクセルペダルを放す動作の

速さを測定した結果である。 

・ 認知症の者は、平均値、中央値とも高く、認

知機能低下の者、認知機能正常の者と比較して、

反応動作が遅い者が多いと認められた。 

・ 認知機能低下の者と認知機能正常の者の平均

値、中央値は、ほぼ等しかった。 

・ 認知機能正常の者の中にも、反応動作が認知

症の者の中央値よりも遅い者も存在した。 

 
 
 
 
 
 
② 反応動作のムラ 

・ 単純反応検査における反応動作のムラは、反

応動作の速さのばらつきを測定した結果（標準

偏差）である。 

・ 反応動作のムラの平均値、中央値は、認知症

の者が最も大きく、認知機能低下の者、認知機

能正常の順となる。 
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(2) 選択反応検査  

① 反応動作の速さ 

・ 選択反応検査における反応動作の速さは、ラ

ンプの色に対し、決められた反応を行った際の

速さを測定した結果である。（誤った反応を行っ

た場合を除く。） 

・ 反応動作の速さの平均値、中央値は、認知機

能正常の者が最も早く、認知機能低下の者と認

知症の者の間に顕著な差は認められなかった。 

  なお、認知症の者は他の対象群と比較して誤

反応の回数（後述(2)③参照）が多く、誤反応が

測定結果から除かれていることが、影響を及ぼ

した可能性がある。 

・ 認知症の者は他の対象群と比較して四分位範

囲が広く、反応速度にばらつきが認められた。 

 
 
 
② 反応動作のムラ 

・ 選択反応検査における反応動作のムラは、反

応動作の速さのばらつきを測定した結果（標準

偏差）である。 

・ 認知症の者は、四分位範囲が広く、反応動作

のムラにばらつきが認められた。 
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③ 誤反応 

・ 選択反応検査における誤反応は、ランプの色

に対し、誤った反応をした回数を測定したもの

である。（検査回数は 50 回） 

・ 認知症の者の誤反応の平均値と中央値は認知

機能低下の者の約２倍、認知機能正常の者の約

４倍であった。 

・ 認知機能正常の者、認知機能低下の者の中に

は、一度も誤反応をしなかった者も存在した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ 判断の速さ 

・ 選択反応検査における判断の速さは、選択反

応検査における反応動作の速さと単純反応検

査における反応動作の速さ（誤った反応を行っ

た場合を除く。）の差である。 

・ 判断の速さの平均値、中央値で見ると、認知

症の者が最も遅く、次いで認知機能低下の者、

認知機能正常の者となる。 
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(3) 注意分配・複数作業  

① 反応動作の速さ 

・ 注意分配・複数作業検査における反応動作の速

さは、画面中心部と周辺部の視角刺激に対し、決

められた操作を行った際の速さを測定した結果

である。（誤った操作を行った場合を除く。） 

・ 反応動作の速さの平均値・中央値は、認知症の

者が他の対象群の者と比較して最も早かった。 

なお、認知症の者は他の対象群と比較して誤反

応の回数（後述(3)③参照）が多く、誤反応が測

定結果から除かれていることが、影響を及ぼした

可能性がある。 

・ 認知症の者は、他の対象群の者と比較して、四

分位範囲が広く、反応動作の速さにばらつきが認

められた。 

 
 
 
 
② 反応動作のムラ 

・ 注意分配・複数作業検査における反応動作のム

ラは、反応動作の速さのばらつきを測定した結

果（標準偏差）である。 

・ 反応動作のムラの平均値・中央値は、認知症の

者が他の対象群の者と比較して最も低い値であ

った。 
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③ 誤反応 

・ 注意分配・複数作業検査における誤反応は、

画面中心部と周辺部の視角刺激に対し、誤った

操作を行った回数を測定したものである。（検査

回数は 96 回） 

・ 誤反応の回数の平均値・中央値は、認知症の

者が他の対象群の者と比較して最も多かった。 

・ 認知機能低下の者、認知機能正常の者の中に

も、認知症の者の第３四分位数を大きく上回る

誤反応回数を記録した者が存在した。 
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 総合学習体験の結果 

総合学習体験の実施状況は表 26 のとおりである。 

認知症の者については、14 人のうち半数の７人が総合学習体験の前の危険予測体験又は

総合学習体験１回目においてハンドル操作をすることができない、アクセル・ブレーキの調

節ができないなど、運転シミュレーターを適切に操作して実際の道路環境を再現したコー

スを運転することができないことから、調査の実施が困難と検査者が判断し、又は自ら中止

を申し出たことから、調査を中止した。また、１回目の走行では２人がシミュレーター酔い

のため中止した。このため、１回目の走行を完走した者は５人となった。 

さらに、２回目の走行ではシミュレーター酔いで２人が中止した。このため２回目まで完

走できた者は、３人であった。 

 

＜表 26 認知症と診断された者等の総合学習体験の実施状況＞ 

調査対象者 
参加

者数 

１回目 ２回目 

完走率28 
完走 

中止 

完走 

シミュ

レータ

ー酔い 
実施困難29 

シミュレー

ター酔い 

認知症の者 14 5 7 2 3 2 21.4％ 

認知機能低下

の者 

20 19 0 1 19 0 95.0％ 

認知機能正常

の者 

29 26 0 3 25 1 86.2％ 

合計 63 50 7 6 47 3 74.6％ 

 

認知症の者で２回目の走行まで完了した３人の者について、シミュレーターの映像記録

を確認したところ、３人のいずれも、次のような危険な運転行動が認められた。 

 

 

 

  

                                                        
28 完走率は２回目まで完走した者の割合を示す。 
29 危険予測体験で中止した者を含む。 
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〇 認知症の者Ａの特徴的な運転行動 

＜逆走の状況（車内からの状況）＞ 

 

＜指定外の場所で右折し、看板と衝突した状況（車外からの状況）＞ 

 

＜子どもと衝突した状況（車外からの状況）＞ 
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〇 認知症の者Ｂの特徴的な運転行動 

＜強引な割り込みを行った状況（車内からの状況）＞ 

 

＜子どもと衝突寸前となった状況（車外からの状況）＞ 
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 〇 認知症の者Ｃの特徴的な運転行動 

＜強引な割り込みを行った状況（車内からの状況）＞ 

 

＜事故発生後もアクセルを踏み続けた状況（車外からの状況）＞ 

 

＜車線を逸脱した状況（車内からの状況）＞ 
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(1) 発進停止 

① 急発進操作 

 

 

・ 急発進操作については、認知症の者、認知機能低下の者、認知機能正常の者の全ての対

象群において、中央値が「0.00」であり、平均値の差も小さく、全体的に顕著な差は認め

られなかった。 

・ 検査１回目と２回目の結果を比較したところ、急発進操作の回数に顕著な変化は認めら

れなかった。 
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② 停止線・踏切・赤信号での不停止 

 

 
 
・ 停止線・踏切・赤信号での不停止（１回目）では、認知症の者の不停止の回数の平均値、

中央値は、他の対象群と比較して最も多かった。 

・ 不停止の回数の分布については、３つの対象群の間で顕著な差は認められなかった。 

・ 検査１回目と２回目を比較したところ、認知症の者と認知機能正常の者については顕著

な変化は認められないが、認知機能低下の者については、平均値、中央値ともに上昇が

認められた。 
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③ 急ブレーキ操作 

 

 
 

・ 急ブレーキ操作の回数について、認知症の者の急ブレーキ操作の回数の平均値、中央値

は、１回目、２回目ともに他の対象群と比較して最も多かった。 

・ 認知症の者の２回目の平均値、中央値は１回目と比較して低下が認められた。 
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(2) 合図 

① 合図（ウインカー）なし 

 

 
 

・ 合図（ウインカー）なしの回数について、認知症の者の回数の平均値、中央値は、１回

目、２回目ともに他の対象群と比較して最も多かった。 

・ 認知機能低下、認知機能正常の者の中には、認知症の者よりも多く合図をしなかった者

が存在した。 

・ 検査１回目と２回目の結果を比較したところ、合図なしの回数に顕著な変化は認められ

なかった。 
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② 合図方向間違い 

 

 
 

・ 合図方向間違いについて、１回目の検査では認知機能の低下に従い間違いの回数の平均

値、中央値が上昇している一方、２回目の検査では１回目と逆の傾向を示している。 

・ 検査１回目と２回目の結果を比較したところ、認知症の者の平均値、中央値が低下した

一方、認知機能低下の者、認知機能正常の者については平均値、中央値ともに上昇して

いる。 
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(3) 安全確認 

① 後方確認不適30 

 
 

・ 後方確認不適については、全ての対象群において平均値、中央値が０回に近く、顕著な

差は認められなかった。 

・ 検査１回目と２回目の結果を比較したところ、後方確認不適の回数に顕著な変化は認め

られなかった。 

 

 

 
 
 

  

                                                        
30 後方から来る車両に車線変更等で自ら接近した場合等の回数を測定する。 
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② 前方危険車両等の見落とし31 

 

 
 

・ 前方危険車両等の見落としの回数について、認知症の者の平均値、中央値は、１回目、

２回目ともに他の対象群と比較して最も多かった。 

・ 見落とし回数の最大値については全ての対象群で同じ３回であった。 

・ 検査１回目と２回目の結果を比較したところ、前方危険車両等の見落としの回数に顕著

な変化は認められなかった。 

 
 

 

  

                                                        
31 前方の車両に接近し過ぎた場合等の回数を測定する。 
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③ 信号、標識、標示等の見落とし32 

 

 
 

・ 信号、標識、標示等の見落としの回数について、認知症の者の平均値は、１回目、２回

目ともに他の対象群と比較して最も多かった。 

・ 中央値については、１回目は認知症の者が高く、２回目は認知症の者と認知機能低下の

者は同じ１回であった。 

・ 検査１回目と２回目の結果を比較したところ、見落としの回数に顕著な変化は認められ

なかった。 

 
  

                                                        
32 信号機の色や一時停止標識等を見落とした回数を測定する。 
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(4) 位置  

① 停止位置不適33 

 

 
 

・ 停止位置不適の回数について、全ての対象群の平均値は２回前後であり、対象群の間に

顕著な差は認められなかった。 

・ 検査１回目と２回目の結果を比較したところ、停止位置不適の回数に顕著な変化は認め

られなかった。 

 

  

                                                        
33 停止線を越えて停止した場合等の回数を測定する。 
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② 走行位置不適34 

 

 
 

・ 走行位置不適の回数について、２回目の中央値は全ての対象群ですべて０回であるな

ど、対象群の間において顕著な差は認められなかった。 

・ 検査１回目と２回目の結果を比較したところ、認知症の者の走行位置不適の平均値、中

央値に低下が認められた。 

 

  

                                                        
34 車線の右側又は左側に寄りすぎている場合等の回数を測定する。 
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③ 車間距離、側方間隔不適 

 

 
 
・ 車間距離、側方間隔不適の回数では、平均値については、認知症の者が１回目、２回目

ともに他の対象群を上回るが、中央値については、すべて０回であり、対象群の間に顕

著な差が認められなかった。 

・ 検査１回目と２回目の結果を比較したところ、車間距離、側方間隔不適の回数に顕著な

変化は認められなかった。 
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④ 車線のはみ出し 

 

 
 

・ 車線のはみ出しの回数について、認知症の者の平均値は、１回目、２回目ともに他の対

象群と比較して最も多かった。 

・ 一方、中央値については、１回目が全ての対象群で０回であるなど、対象群の間で顕著

な差は認められなかった。 

・ 検査１回目と２回目の結果を比較したところ、車線のはみ出しの回数に顕著な変化は認

められなかった。 
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(5) 速度  

① 速度超過割合 

 

 
 
・ 速度超過割合については、認知症の者の平均値、中央値は、１回目、２回目ともに他の

対象群と比較して最も高い割合を示した。 

・ １回目における認知症の者の最大値は、他の対象群の最大値と比較しても顕著に高い割

合を示した。 

・ 検査１回目と２回目の結果を比較したところ、３つの対象群の速度超過割合の平均値と

中央値は、認知機能正常の者の中央値を除き、いずれも上昇した。 
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② 速度超過分の平均速度 

 

 
 
・ 速度超過分の平均速度について、認知症の者の平均値、中央値は、１回目、２回目とも

に他の対象群と比較して高い数値を示した。 

・ 認知機能低下の者の中には、認知症の者よりも高い最大値を示す者が存在した。 

・ 検査１回目と２回目の結果を比較したところ、認知症の者は速度超過分の平均速度の平

均値、中央値がいずれも上昇した。 
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③ 右左折時の交差点内平均速度 

 

 
 
・ 右左折時の交差点内平均速度について、１回目、２回目ともに、対象群の間に顕著な差

は認めらなかった。 

・ 検査１回目と２回目の結果を比較したところ、右左折時の交差点内平均速度に顕著な変

化は認められなかった。 
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(6) 全般  

① 進路間違い 

 

 
 

・ 進路間違いの回数について、認知症の者の平均値、中央値は、１回目、２回目ともに他

の対象群と比較して多かった。 

・ 認知症の者の中央値は、１回目、２回目ともに他の対象群の者の最大値と同じ回数であ

った。 

・ 検査１回目と２回目の結果を比較したところ、進路間違いの回数に顕著な変化は認めら

れなかった。 
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② ヒヤリハット（衝突寸前）35 

 

 
 
・ ヒヤリハット（衝突寸前）の回数について、認知症の者の平均値、中央値は、１回目、

２回目ともに他の対象群と比較して多かった。 

・ １回目について、認知機能低下の者と認知機能正常の者の最大値は、認知症の者の最大

値を上回った。 

・ 検査１回目と２回目の結果を比較したところ、ヒヤリハット（衝突寸前）の回数に顕著

な変化は認められなかった。 

 
 

  

                                                        
35 対象車との距離が閾値以内になった場合の回数を測定する。 
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③ 事故発生36 

 

 
 
・ 事故発生の回数について、認知症の者の平均値は、１回目、２回目ともに他の対象群と

比較して多かった。 

・ 中央値については、１回目では全ての対象群で３回と同数であった。 

・ 認知機能低下の者と認知機能正常の者の１回目における最大値は、認知症の者の第３四

分位を上回った。 

・ 検査１回目と２回目の結果を比較したところ、認知機能低下の者と認知機能正常の者は

事故発生の平均値と中央値がいずれも低下した。認知症の者は、中央値は同じであった

が、平均値は低下した。 

 
  

                                                        
36 衝突した場合の回数を測定する。 
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5. まとめ 

5.1 実車による調査（認知機能低下の者と認知機能正常の者のみ実施） 

○  認知機能低下の者と認知機能正常の者を比較したところ、運動機能に関する課題及

び記憶力・判断力に関する課題については、その成功率等に顕著な差は認められなか

った。 

○  高齢者講習指導員の講評は、「運転継続が可能」と指導員が評価した割合は、認知

機能低下の者（65％）が認知機能正常の者（83％）より低かった。 

○  ドラレコ映像では認知機能正常の者の中にも危険な運転行動を繰り返し、運転リス

クが高いと認められる者が存在した。 

 

5.2 運転シミュレーターによる調査（全ての者に対して実施） 

 運転反応検査 

○  単純反応検査における反応動作の速さでは、認知症の者（平均値 0.54 秒）は、認知

機能低下の者（0.42 秒）及び認知機能正常と者（0.42 秒）と比較して、反応動作が遅

い者が多いと認められた。 

○  選択反応検査及び注意分配・複数作業検査の誤反応は、認知症の者（選択反応検査

の認知症の者の平均値 23.21 回、注意分配・複数作業検査の認知症の者の平均値 26.93

回）が認知機能低下の者（11.79 回、22.45 回）及び認知機能正常の者（6.41 回、14.28

回）と比較して誤反応の回数が多いと認められた。 

○  認知機能低下の者及び認知機能正常の者の中には、認知症の者と同程度まで反応速

度が低下し、誤反応の回数が多い者も存在した。 

 

 総合学習体験 

○  認知症の者の対象者 14 人のうち半数の７人が運転シミュレーターの１回目で、調

査の実施が困難と検査者が判断し、又は自らの申し出により、調査を中止した。 

○  総合学習体験２回目まで完走した認知症の者は対象者 14 人のうち３人であり、完

走率は 21.4％と認知機能低下の者（95.0％）、認知機能正常の者（86.2％）と比較し

て極めて低かった。 

○  総合学習体験２回目まで完走した認知症の者３人のシミュレーターの映像記録を確

認したところ、いずれも、逆走や車線逸脱などの危険な運転行動が認められた。 

○  認知症の者は他の対象群と比較して、信号、標識、標示等の見落とし、進路間違

い、ヒヤリハット、事故発生の回数が多いことが認められた。 
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＜分類別回数比較37＞ 

対象者 

信号、標識、標示

等の見落とし 

進路間違い ヒヤリハット 事故発生 

１回目 ２回目 １回目 ２回目 １回目 ２回目 １回目 ２回目 

認知症の者 1.80 1.67 1.60 2.00 2.40 2.67 6.60 5.00 

認知機能低下の者 1.11 1.05 0.42 0.53 1.16 1.32 4.05 2.47 

認知機能正常の者 0.65 0.60 0.38 0.32 1.27 1.20 2.88 2.44 

 

○  認知機能低下の者及び認知機能正常の者の中には、認知症の者と同程度事故発生等

の回数が多い者も存在した。 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
37 数値は回数の平均値である。 
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第6章 認知症に係る諸外国における制度等の調査 

1. 調査の概要 

諸外国の中には、日本のように認知症の者の運転を認めない国がある一方、認知症の進行

状況に応じた対策を講ずるなどしている国があることから、それら国における認知症に係

る運転免許制度の運用状況を調査するため、海外調査を実施した。 

調査対象の国・州は、イギリス、オランダ、スイス、ドイツ、オーストラリア（ビクトリ

ア州及びニューサウスウェールズ州）、アメリカ合衆国（イリノイ州及びアイオワ州）及び

カナダ（オンタリオ州）の９つの国・州とした。 

 

2. 調査の結果 

2.1 イギリス 

(1) 視察先 

〇 運転者・車両免許庁（DVLA：Driving and Vehicle Licensing Agency） 

〇 運転者・車両基準庁（Driving and Vehicle Standards Agency） 

〇 ドライビングモビリティ（Driving and Mobility）  

(2) 視察者 

〇 警察庁交通局運転免許課 課長補佐、係長 

〇 みずほ情報総研株式会社 

(3) 高齢運転者に係る免許制度 

〇 運転免許証は、健康上の理由で医療的制限がない限り 70 歳までは有効である。（た

だし、医療検診を目的に１年、２年、３年又は５年等、より短期間の運転免許証が発

行されることもある。）70 歳以降は、有効期間が３年となる。 

〇 免許の更新申請者は、運転適性に影響を与え得る一定の病気（認知症等）について

DVLA に申告する義務があり、申告を行わなかった場合は罰金が科される。 

(4) 安全運転が可能か否かを判断する仕組み 

〇 申告を行った者に対し、DVLA が「医学的な査定」（Medical Assessment）を行うこ

ともある。 

〇 医学的な観点から安全に運転が可能かどうかの判断ができない場合、「運転行動査

定」（Driving Assessment）が実施される。 

〇 「運転行動査定」は、行為計画検査と実車試験から構成される。行為計画検査は、

ペーパーテストで、時計に番号を入れる等のテストである。実車試験は、運転技能に

係る知見を有する「査定者」（Driving Advisor）が助手席に、医学的知見を有する「職
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業的セラピスト」（Occupational Therapist）が後部座席にそれぞれ同乗する。 

〇 実車試験では、実車試験では、各評価項目を４段階（Good、Acceptable、Poor、Very 

Poor）で評価する。評価項目（仮訳）は次のとおりである。 
 

Section1 身体能力（車を安全に操作できるかを確認する） 

1. ステアリング、 

2. アクセルワーク 

3. ブレーキ操作 

4. クラッチ 

5. ギア 

6. パーキングブレーキ 

7. セカンダリーコントロール（ウインカー、ワイパー、ライト等の操作） 

8. ミラーの使い方、ブラインドスポットのチェック 

 

Section2 運転スキル（病気と認知機能テストとの関連を確認する） 

1. 順序付けと協調（Sequencing and Coordination） 

2. 視空間認知（Visuospatial perception） 

3. 注意力（Attention） 

4. 記憶力（Memory） 

5. 計画力（Planning） 

6. 処理速度（Speed of Processing） 

7. 実行機能（Executive functioning） 

 

(5) 認知症の者の取扱い 

〇 認知症は更新時に申告しなければならない病気の一つであるが、診断されたこと

をもって免許を取り消すという取扱いはしていない。 

〇 認知症の場合、「公式な運転行動査定が必要になる可能性がある」（may be necessary)

とされており、本人の質問状（Questionnaire）の回答や医師の診断結果によっても、

安全な運転が可能かどうかの判断ができない場合に、運転行動査定を実施している。 

〇 「初期の認知症」の者で、十分な運転技能が備わっており、進行も遅い場合には、

１年限定の免許が付与される場合がある。ただし、１回目の更新でほとんどの者が

免許失効となる。（「初期の認知症」の定義は定まっておらず、これに該当するかどう

かは個別に判断する。） 

  



 

86 
 

2.2 オランダ 

(1) 視察先 

〇 交通安全研究所 

〇 中央運転技能認証局  

(2) 視察者 

〇 警察庁交通局運転免許課 課長補佐、係長 

〇 みずほ情報総研株式会社 

(3) 高齢運転者に係る免許制度 

〇 運転免許証の有効期間は 10 年であるが、75 歳以上の者は５年である。 

(4) 安全運転が可能か否かを判断する仕組み 

〇 75 歳以上の者は、「医学的質問検査」（Medical Questionnaire）及び「医学的テスト」

（Medical Test）を受ける必要がある。 

〇 医学的な理由ではなく、運転技能が欠如している者に実車試験を行う仕組みがあ

る。 

(5) 認知症の者の取扱い 

〇 過去には CDR380.5 以上の者は一律運転不可であったが、2009 年の法改正により、

CDR0.5 又は１の者については、「精神神経学的テスト」（Neuropsychological Report）

及び「路上査定39」（Road Assessment）を受け、安全に運転できることが確認できれ

ば、運転可能とされた。 

〇 認知症の者の場合には、運転が可能とされたとしても、個人的な使用に制限される。

また、通常、認知症で運転が可能とされた者については、運転免許証の有効期間が１

年のみとなるが、例外として、CDR0.5 の者で、かつ神経心理学的検査及び路上査定

の結果が良好な場合のみ、最大３年間有効な限定免許が付与される。 

〇 「路上査定」は全国 20 人の技能試験官が約２万件の査定を実施するなど体制上の

問題を抱えており、現在交通安全研究所において「路上査定」を受ける者のスクリー

ニングを行うための調査研究を実施している。 

 

 

  

                                                        
38 CDRについては、脚注7参照 
39 オランダにおける認知症のための実車試験に関するプロトコルは巻末資料10のとおりである。 
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2.3 スイス 

(1) 視察先 

〇 環境・運輸省連邦交通局 

〇 ベルン州交通局  

(2) 視察者 

〇 警察庁交通局運転免許課 課長補佐、係長 

〇 みずほ情報総研株式会社 

(3) 高齢運転者に係る免許制度 

〇 運転免許証は、健康上の理由で医療的制限がない限り 70 歳まで有効であり、以降、

有効期間は２年となる。 

〇 免許の更新申請者（70 歳以上の者）は、交通医学に関する専門教育を受けた医師

（「LV1」）の診断を受ける必要がある。 

〇 医師には４段階あり、「LV1」は通常高齢者を、「LV2」は職業運転者を、「LV3」は

一定の病気の疑いがある者を、「LV4」は非常に専門性の高い症例の者をそれぞれ診

断する医師である。 

(4) 安全運転が可能か否かを判断する仕組み 

〇 「LV1」の医師が一定の病気が疑われると判断した更新申請者は、「LV3」の医師の

診断を受ける必要がある。さらに、より専門的な知見が必要と判断される場合には、

「LV4」の医師の診断を受ける必要がある。 

〇 安全運転が可能か疑わしい場合には公道での実地検査が行われ、医学的な観点が

必要な場合は「LV4」の医者が同乗する。実地検査における評価項目は次のとおりで

ある。 

 

1. 運転中の視能、特に動的な視能 

2. 交通環境：交通パートナーに対する態度、視界や道路および交通条件な

らびに天候による影響への適合 

3. 交通ダイナミクス：速度の適合、交通に歩調を合わせる 

4. 交通的作戦：生じ得る危険の早期認識ならびに危険な状態においての相

応の振る舞い 

5. 交通の流れ：分岐路の走行、車線変更、サークル内の走行 

6. 高速道路／自動車専用道路への正しい流入と流出 

7. 車両の操作：行動順序の自動化 

8. 先行権、信号および一般交通ルールの認識 

9. 運転操作：2つの操作を行うが、そのうちの一つは緊急ブレーキでなけれ

ばならない 
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(5) 認知症の者の取扱い 

〇 認知症を「軽度」（MCI：Mild Cognitive Impairment）、「中度」（Moderate）、「重度」

（Heavy）の３つの段階に分類しており、「中度」と「重度」は運転不可である。 

〇 CDR0.5 以上１未満は、運転能力が疑問視され、更なる調査が必要となる。CDR１

以上の場合は運転不可である。 

〇 一定の病気を理由に一度免許を取り消されたとしても、病状が改善すれば免許を

再発行する制度があるが、認知症は病状が改善しないものであるため、再発行はあり

得ない。 
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2.4 ドイツ 

(1) 視察先 

〇 交通・デジタル・インフラ省 

(2) 視察者 

〇 警察庁交通局運転免許課 課長補佐、係長 

〇 みずほ情報総研株式会社  

(3) 高齢運転者に係る免許制度 

〇 運転を行う権利については、取得後無制限に認められるが、運転免許証そのもの

（紙）は 15 年に一度更新する必要がある。 

(4) 安全運転が可能か否かを判断する仕組み 

〇 免許保有者が、事故を起こした場合等に当局が一定の病気を疑うときには、交通医

学の知見を有する医師の鑑定を受けることが命ぜられる。 

〇 安全に運転できるか否か医師が判断できない場合には、医学的心理的テストを受

けることが命ぜられる。 

〇 医師の鑑定や医学的心理的テストを行っても判断ができない場合は、技能試験官

や心理学者が同乗し、「運転行動観察」（Driving Behavior Observation）を行う。 

(5) 認知症の者の取扱い 

〇 重度の高齢認知症の者は免許が付与されないが、軽度の認知症の場合には、付与さ

れる可能性がある。（ 「重度の高齢認知症」や「軽度の認知症」の定義は定まってお

らず、これに該当するかどうかは個別に判断する。） 

〇 認知症の診断に当たっては「ICD40」と呼ばれる、世界保健機関が定める国際疾病

分類を用いており、CDR は用いていない。 

〇 認知症は進行性の病気であるため、病状が安定していることが証明されない限り、

数年に一度、検査の受講を義務付けている。 

〇 運転する場所を「自宅から半径〇キロ圏内」と限定する仕組みがあるが、こうした

条件を軽度認知症のドライバーに適用する場合がある。 

 

 

  

                                                        
40 International Classification of Diseasesの略。世界保健機関（WHO:World Health Organization）が策定した

疾病、傷害及び死因に関する分類である。 
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2.5 オーストラリア（ビクトリア州） 

(1) 視察先 

〇 VicRoads（ビクトリア州の運転免許行政を担当） 

〇 ビクトリア州法医学研究所（VIFM：Victorian Institute of Forensic Medicine） 

(2) 視察者 

〇 警察庁交通局運転免許課 課長補佐、係長 

〇 みずほ情報総研株式会社  

(3) 高齢運転者に係る免許制度 

〇 免許（フルライセンス）の更新期間は３年又は 10年からドライバーが選択可能で

あるが、75 歳以上の場合は一律３年ごとになる。 

〇 一定年齢に達した段階で医療検査や実車試験、講習を課す仕組みはない。 

(4) 安全運転が可能か否かを判断する仕組み 

〇 慢性的な疾病や障害を患った運転者は、VicRoads への報告義務があり、届出を怠

り、違反が発覚した場合は、免許停止又は失効となる。 

〇 医療関係者による免許当局への申告義務はない。 

〇 運転者の申告、医師、家族、市民、警察等から通報があった場合、当該運転者の運

転適性を確認するため、かかりつけ医や専門医による医療検査、作業療法士による

問診（Off Road Assessment）、実車試験（On Road Assessment）の順で評価を行う。 

〇 こうした評価を踏まえ、VicRoads の医療レビューチームが当該運転者の免許のス

テータス（フルライセンス、限定条件付き、免許失効など）について最終判断を下

す。 

(5) 認知症の者の取扱い 

〇 認知症の重篤度や種類に応じて一律に運転適性を判断することはなく、ドライバ

ー一人ひとりの状況を確認しながらケース・バイ・ケースで対応している。 

〇 日常生活に大きな問題がない軽度の認知症の者については、医療検査や作業療法

士による問診、実車試験により運転適性を確認した上で VicRoads が免許のステータ

スを決定する。 

〇 認知症を患った運転者には、医療検査及び作業療法士による評価を通して運転適

性を確認した上で、「自宅から○km圏内のみ」、「一般道のみ」、「夜間走行禁止」、「ラ

ッシュ時間の走行禁止」などの限定条件が付される場合がある。 

〇 認知症を患った運転者は、自身に条件が付与されていること忘れてしまう場合も

あり、取り締まりで違反が発覚した場合、免許は一時停止となり、停止期間中に再度

違反が発覚した場合は失効となる。 

〇 行動の変容が大きく認められる認知症や前頭側頭型認知症（FTD:Frontotemporal 
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dementia）41の場合は、限定条件付き免許を付与する可能性は低い。 

〇 自立した日常生活ができない認知症の者については、作業療法士による評価（問

診・実車）は行わず運転中止となる。 

〇 認知症は進行性の病気であるため、半年又は１年に一度などのタイミングで定期

的な医療レビューを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
41 前頭側頭型認知症は、脳の前方部（前頭葉）が委縮することにより、他人の気持ちに配慮できない、

社会のルールを守ろうとしないなどの人格変化、同じパターンの行動に執着する常同行動などの行動が見

られるとされる。 
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2.6 オーストラリア（ニューサウスウェールズ州） 

(1) 視察先 

〇 Transport Management Centre（運輸管理センター） 

〇 Road and Maritime Service（道路海事サービス※ニューサウスウェールズ州の運転

免許当局） 

(2) 視察者 

〇 警察庁交通局運転免許課 課長補佐、係長 

〇 みずほ情報総研株式会社 

(3) 高齢運転者に係る免許制度 

〇 運転者は、１年、３年、５年又は 10 年の期間42で免許を更新する。 

〇 75 歳になると、毎年、一般開業医又は専門医による医療検査が義務付けられてお

り、医療検査の結果、実車試験を行ったほうがよいと医師が判断した場合は、実車試

験を受験する必要がある。 

〇 85 歳以上の運転者が条件なしの免許（フルライセンス）を希望する場合は、２年

ごとに実車試験の受験が義務付けられるが、限定条件付き免許に切り替えることを

選択した場合は、実車試験は不要である。 

(4) 安全運転が可能か否かを判断する仕組み 

〇 特定の疾病や障害を患った運転者については、かかりつけ医や専門医による医療

診断が必要となる。 

〇 実車試験のほか、医療診断の結果のみで判断する場合もあり、医師が運転適性なし

と判断すれば免許取消しとなる。 

(5) 認知症の者の取扱い 

〇 特定の疾患や障害に対して一律的な対応は取っておらず、一人ひとりの状況を確

認しながら、ドライバー本人の評価を行う。 

〇 専門医による診断を受け、医師が実車試験可能と判断すれば実車試験を受験する

こととなる。ただし、実際に実車試験を受ける認知症ドライバーの多くは、認知機能

の低下がほとんど見られず、周囲の状況に対する意識が低い者は不合格となる場合

が多い。 

〇 認知症と診断されても医学的検査や実車試験により運転適性ありと判断されれば、

限定条件付免許が発行される。有効期間は１年で免許を更新するためには、定期的

な医療レビューが必要となる。 

 

  

                                                        
42 運転者は運転免許証の有効期間を選択することが可能であり、更新手数料はその有効期間によって異

なる。 
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2.7 アメリカ合衆国（イリノイ州） 

(1) 視察先 

〇 イリノイ州州務省（Illinois Secretary of State Facility） 

(2) 視察者 

〇 警察庁交通局運転免許課 課長補佐、係長 

〇 みずほ情報総研株式会社  

(3) 高齢運転者に係る免許制度 

〇 免許の有効期間は、21 歳～80 歳は４年、81 歳～86 歳は２年、87 歳以降は１年で

ある。 

〇 免許の定年制はないが、自主返納の仕組みはある。 

(4) 安全運転が可能か否かを判断する仕組み 

〇 75 歳以上のドライバーは、更新時に視力検査43と実車試験44を必ず実施する必要が

ある。（運転履歴が良好な場合、筆記試験45は免除。） 

〇 現在のように 75 歳以上の高齢者ドライバーに対して実車試験を要求するようにな

ったのは、1990 年以降である。当時、様々な研究を実施し、統計的な分析結果から

現在の仕組みになっている。 

(5) 認知症の者の取扱い 

〇 医師が認知症と判断した場合には、医療報告書に認知症の程度及び運転適性を記

載し、州務省に提出する。その報告書を元に、州務省が当該ドライバーの免許ステー

タスを決定する。 

〇 認知症の診断が出た場合、実車試験は行わず、免許のステータスは医療報告書に基

づいて決定される。医療的、視覚的に車両を安全に操作する適性がない場合、安全な

運転を妨げる可能性のある症状の自覚のない場合は免許取消しとなる。 

 

 

 

  

                                                        
43 全てのドライバーは免許更新時に視力検査を受検する必要があり、イリノイ州の基準では20/40（視力

0.5相当）から20/70（視力0.28相当）の範囲の視力があれば運転が許可される。 
44 実車試験は運転評価者が助手席に乗車して評価を行い、試験時間は15分から20分程度である。 
45 筆記試験は交通標識、信号、道路交通法や安全規則等に関する確認を行う。 
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2.8 アメリカ合衆国（アイオワ州） 

(1) 視察先 

〇 アイオワ州交通省（Iowa DOT：Iowa Department of Transportation） 

(2) 視察者 

〇 警察庁交通局運転免許課 課長補佐、係長 

〇 みずほ情報総研株式会社  

(3) 高齢運転者に係る免許制度 

〇 免許の有効期間は、18 歳未満は２年、18 歳から 71 歳は８年、72 歳以上は２年で

ある。 

〇 免許更新時には視力検査を必須としている。必要に応じて、認知機能検査46や実車

試験、医療報告書の提出が求められる。 

〇 認知機能検査の対象者は、免許更新時の筆記試験において各種設問に十分に応え

られていない者や、警察や家族、医師から再評価の依頼があった者であり、一定の年

齢に到達した段階で認知検査を実施する仕組みはとっていない。 

＜表 27 アイオワ州における認知機能検査＞ 

 
  

 

                                                        
46 DOSCI（Driver Orientation Screen for Cognitive Impairment） 
運転免許当局の窓口職員（医師ではない）が、次の９つの質問を口頭で行う。 
①誕生日はいつか。②どこに住んでいるか（正確な住所）。③現在いる州はどこか。④現在いる市／町は

どこか。⑤（時計を見ずに）現在の時間は何時か。⑥何曜日か。⑦～⑨本日は何月、何日、何年か。 
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(4) 安全運転が可能か否かを判断する仕組み 

〇 身体障害、医療的疾患、認知機能障害、視野疾患等があるドライバーについて実車

試験を行う。 

〇 運転能力に疑いがある場合、医師や警察、家族の要望によって再評価（reexamination）

を実施する仕組みがある。再評価では、認知機能検査のほか、視野検査、筆記試験、

実車試験を実施する。 

(5) 認知症の者の取扱い 

〇 認知症には様々な段階があり、MCI の段階であれば運転が可能な場合はある。し

かし、moderate（中度）、severe（重度）の段階になると運転は不可能である。 

〇 運転適性を判断する上で CDR などの認知症の基準を用いていない。基準はあくま

でも参考に過ぎず、各種検査を通して運転適性があるか確認を行う。 

〇 薬を服用することで安全に運転できるのであれば、認知症であっても薬の服用を

前提として運転を認める。この場合、定期的に医師の診断を受ける必要があり、もし

診断の中で薬を服用せずに運転していることが分かれば、医師は免許停止を交通省

に要求することができる。 
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2.9 カナダ（オンタリオ州） 

(1) 視察先 

〇 オンタリオ州交通省（Ministry of Transportation） 

(2) 視察者 

〇 警察庁交通局運転免許課 課長補佐、係長 

〇 みずほ情報総研株式会社  

(3) 高齢運転者に係る免許制度 

〇 80 歳以上のドライバーは２年ごとに更新が必要であり、高齢者講習（視野検査、

知識テスト、運転履歴のレビュー、講習（Group Education Sessions）、認知機能検査）

の受講が必要になる。 

〇 違反をした 70歳以上のドライバーは、実車試験の受験が必要になる。 

(4) 安全運転が可能か否かを判断する仕組み 

〇 認知機能検査は、時計描画（Clock Drawing Test）47と文字消去（文字列から「H」の

文字に斜線を引くテスト（Letter Cancelling Test））48の２種類を実施する。 

〇 違反点数及び認知機能検査の結果により、実車試験や医療報告書の提出が必要に

なる場合がある。 

                                                        
47 時計描画（11時10分を描く） 

 
48 文字消去（「H」に斜線を引く） 
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〇 時計描画において合格したドライバーの 63％が実車試験も合格する。一方、時計

描画に合格しなかったドライバーの 52％は実車試験も不合格となるデータがある。 

(5) 認知症の者の取扱い 

〇 MCI 程度の認知機能障害の場合、運転を継続するためには、上記機能評価テストの

受検が必要になる。合格すれば運転は継続できるが、医療報告書によるフォローア

ップが毎年必要になる。 

〇 CCMTA49の医療ガイドラインには、日常生活に支障があるドライバーは運転して

はならないと記載されている。結果的に運転の継続が認められるドライバーは日常

生活に支障がない人である。 

〇 認知症であっても薬によって病状を抑えることのできる場合があるため、認知症

の程度によって一律に運転適性を判断するのではなく、ドライバー個別に運転適性

の確認を行う。そのため、機能評価テストを設け、作業療法士によって評価してもら

う仕組みとしている。 

〇 機能評価テストは、医療的疾患のあるドライバーの運転適性を確認するため、作業

療法士や運転向上官（Driver Improvement Counsellor）が実施し、１時間の実車評価を

含む。 

〇 薬を飲むことで症状が緩和され運転できる状態を保つことができる場合は、副作

用がない限り、薬の服用を前提に運転を認める。 

 

 

 

  

                                                        
49 カナダ交通管理委員会（CCMTA:The Canadian Council of Motor Transport Administrator） 
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3. まとめ 

○  一定の年齢に達すると運転免許証の有効期間を短縮するなどしている国（イギリ

ス、オランダ、スイス、オーストラリア（ビクトリア州及びニューサウスウェールズ

州）、アメリカ合衆国（イリノイ州及びアイオワ州）、カナダ（オンタリオ州））が

多く、一律に認知検査を実施している国（カナダ（オンタリオ州））、必要に応じて

認知検査を実施している国（アメリカ合衆国（アイオワ州））もある。（表 28のと

おり） 

○  一定の年齢に達したときに一律に医師の診断を必要としている国（スイス、オース

トラリア（ニューサウスウェールズ州））がある一方で、自己申告を求め、一定の病

気等に該当する疑いがある場合に医学的な検査を実施している国（イギリス、オラン

ダ、オーストラリア（ビクトリア州）、アメリカ合衆国（イリノイ州））もある。そ

の上で、安全に運転できることが判断できない者に対して、実車等によりその確認を

行っている国（イギリス、スイス）がある。（表 29 のとおり） 

○  「認知症」についての運転可否の基準は国によって異なり、CDR１以上で不可とし

ている国（スイス）、CDR0.5～１については更なる調査を必要としている国（オラン

ダ）、個別判断している国（イギリス、ドイツ、オーストラリア（ビクトリア州及び

ニューサウスウェールズ州）、アメリカ合衆国（イリノイ州及びアイオワ州）、カナ

ダ（オンタリオ州））がある。（表 30 のとおり） 

 

＜表 28 高齢運転者に係る免許制度＞ 

制度 国・州 

一定の年齢に達すると有効期間を

短縮 

イギリス 

オランダ 

スイス 

オーストラリア(ビクトリア州) 

オーストラリア(ニューサウスウェールズ州) 

アメリカ合衆国(イリノイ州) 

アメリカ合衆国(アイオワ州) 

カナダ(オンタリオ州) 

一定の年齢に達した者に一律に認

知機能検査を実施 

カナダ(オンタリオ州) 

必要に応じて認知機能検査を実施 アメリカ合衆国(アイオワ州) 
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＜表 29 安全運転が可能か否かを判断する仕組み＞ 

制度 国・州 

一定の年齢に達したときに一律に

医師の診断が必要 

スイス 

オーストラリア(ニューサウスウェールズ州) 

 

一定の病気等に該当する疑いがあ

る場合に医学的な検査を実施 

イギリス 

オランダ 

オーストラリア(ビクトリア州) 

アメリカ合衆国(イリノイ州) 

その上で、安全に運転できること

が判断できない者に実車等による

確認を実施 

イギリス 

スイス 

 

＜表 30 認知症の者の取扱い＞ 

制度 国・州 

CDR１以上の者は運転不可 スイス 

 

CDR0.5 から１の者は更なる調査

が必要 

オランダ 

個別判断を実施 イギリス 

ドイツ 

オーストラリア(ビクトリア州) 

オーストラリア(ニューサウスウェールズ州) 

アメリカ合衆国(イリノイ州) 

アメリカ合衆国(アイオワ州) 

カナダ(オンタリオ州) 
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第7章 まとめと今後の課題 

1. まとめ 

1.1 認知症の者の運転について 

道路交通法の規定により、認知症（日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその

他の認知機能が低下した状態）は、運転免許の取消し等の事由の１つとされている。 

しかし、運転不適格者かどうかの判断は、医学的な「認知症の診断」に基づくのではなく、

運転技能を実車テスト等により判断すべきとの提言・要望が医学会等からなされ、また、警

察庁の高齢運転者交通事故防止に関する有識者会議において「認知機能と安全運転の関係

に関する調査研究を実施すべき」とされたことなどを踏まえ、警察庁では、同有識者会議の

下に「認知症と安全運転の関係に関する調査研究」分科会（以下「本分科会」という。）を

開催し、本調査研究を行った。本分科会においては、認知症と運転技能との関係も含め、初

期の認知症の者等の認知機能に応じた対策の在り方を明らかにすることを目的として各種

調査を実施した。 

まず、平成 29 年３月 12 日から翌年３月 31 日までの間に認知機能検査を受けて第１分類

と判定され、医師の診断書が提出された 16,044 人について交通違反・事故の発生状況を見

たところ、認知症と診断された者の１人当たりの違反件数・事故件数は、認知症ではないが

認知機能の低下がみられ今後認知症となるおそれがあると診断された者、認知症ではない

と診断された者と比較して高く、また、75 歳以上免許保有者１人当たり違反件数・事故件

数と比較して約３倍と高い割合を示した。 

次に、運転シミュレーターによる調査結果を見たところ、運転反応検査では、認知症の者

は、認知機能低下の者50や認知機能正常の者と比較して単純反応検査における反応動作が遅

い者が多く、選択反応検査における誤反応回数の平均値と中央値が認知機能低下の者の約

２倍、認知機能正常の者の約４倍であるなどの顕著な差が見られた。また、運転シミュレー

ターによるコースの走行では、認知症の被験者 14 人のうち半数の７人が１回目の走行を完

走することなく調査の継続が困難と検査員により判断され又は自らの申し出により調査を

中止した。また、２回目の走行まで完走した認知症の者は、シミュレーター酔いもあり３人

（完走率 21.4％）であり、認知機能低下の者（95.0％）や認知機能正常の者（86.2％）と比

較して完走率が顕著に低かった。 

さらに、認知症の者で２回目まで完走した３人について、実際のシミュレーター映像を見

たところ、極めて危険な運転行動が認められたほか、認知機能低下の者や認知機能正常の者

                                                        
50 今回の調査では、認知機能低下の者として医師からCDR0.5でMCIと診断がなされた者の紹介を受けた

が、医学的には、CDR0.5の者には、日常生活に支障をきたすほどに認知機能が低下した者から日常生活

にほとんど支障をきたさない程度の軽度に認知機能が低下した者まで様々な段階の者が含まれることに注

意を要する。 
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と比較して、運転シミュレーター上での信号、標識、標示等の見落とし、進路間違い、ヒヤ

リハットや事故発生の回数が多いことが明らかとなった。 

これらのことから判断すると、今回の調査においては、認知症の者が安全に運転できると

いうデータを得ることは出来なかった。 

 

1.2 認知機能低下の者等の運転について 

平成 29 年 11 月 13 日から 12 月 10 日までの間、全国 170 か所の自動車教習所等で高齢者

講習を受講した者のうち調査への協力を得られた 1,734 人を対象として、実車指導時の運転

行動診断票による分析を実施したところ、第１分類の者は、信号のある交差点、一時停止標

識のある交差点、進路変更及びカーブ走行のいずれの課題においても、第２分類及び第３分

類の者と比較して指摘があった者の割合が最も高かったほか、第２分類及び第３分類の者

と比較して、指導員により高齢者講習を「危険性が高く打ち切り」と判断された者の割合が

最も高かった。また、同調査において収集したドラレコ映像を確認したところ、第１分類の

者の中には、一時停止標識のある交差点や進路変更の課題において、指導員から指摘・指導

を受けたにも関わらず改善が認められない、逆走を繰り返すなど、危険な運転行動が認めら

れる者が存在した。 

また、運転シミュレーターによる運転反応検査では、認知機能低下の者について、認知症

の者と同程度まで反応速度が低下し、誤反応の回数が多い者が存在したほか、総合学習体験

では、実際の道路環境を再現したコースにおいて事故等の発生が多い者も存在した。 

さらに、認知機能低下の者と認知機能正常の者に対する実車による調査では、各課題で受

けた指摘状況に顕著な差は認められなかったものの、指導員の講評では、認知機能低下の者

は、認知機能正常の者と比較して、指導内容を正しく理解できた者の割合が低いほか、運転

継続は可能と判断された者の割合が低く、一方で条件を付ければ運転継続は可能とされた

者の割合が高いことが明らかとなった。 

これらのことから判断すると、認知機能低下の者と認知機能正常の者の運転行動には顕

著な差があるとまでは言えないものの、認知症に至らない者の中にも運転リスクが高い者

が存在した。 
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2. 今後の課題 

今回の調査では、認知症の者が安全に運転することができるというデータは得ることは

出来なかったが、一方で、９つの国・州を対象とした認知症に係る諸外国における制度等の

調査では、我が国と同様、CDR51１程度の認知症の者は運転免許の取消し等の対象とされて

いる国がある一方、CDR のような尺度で判断するのではなく、個々のドライバーの状況を

観察し、個別に判断している国も存在した。 

今後とも認知症と運転技能の関係について、医学会等の意見も踏まえつつ、海外の状況や

動向等の把握に努めることが求められる。 

一方で、認知機能が低下している者、また、認知機能が正常な者の中にも運転リスクが高

い者が存在しており、これら運転リスクが高い者をどのようにして特定し、その運転能力の

確認を行うか、引き続き検討を進める必要も認められた。 

本分科会と併行して検討が進められてきた「高齢者の特性等に応じたきめ細かな対策の

強化に向けた運転免許制度の在り方等に関する調査研究」分科会では、運転リスクが特に高

い者に対する実車試験や、運転能力に応じた限定条件付免許制度の導入の可否について調

査研究が進められている。 

平成 31 年度には実車試験及び限定条件付免許の導入の可否の検討が引き続き進められる

が、こうした検討において、認知機能が低下した者等についても、どのような対策が可能か

検討を行うことが必要と考える。 

 

                                                        
51 脚注7を参照 
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【資料１】 

高齢運転者交通事故防止対策に関する提言（抄） 

平 成 2 9 年 ６ 月 

高齢運転者交通事故防止 

対策に関する有識者会議 

 

第１ 提言に当たっての共通認識 

１ 交通事故分析に基づく効果的な対策の必要性 

高齢運転者の交通事故防止に向けて、効果的な対策を講じていくためには、交

通事故分析により、高齢運転者対策に係る交通事故の特徴や要因を浮き彫りに

し、その実態を的確に把握する必要がある。 

（３）高齢運転者による死亡事故に係る第１当事者の認知機能検査結果 

 平成 28年中の認知機能検査の総受検者の結果については、認知症のおそれがあ

る（第１分類）と判定された者が 3.1％で、認知機能が低下しているおそれがあ

ると判定された者（第２分類）が 29.3％であるのに対し、平成 28年中に死亡事

故を起こした 75歳以上の運転者のうち、死亡事故の発生前に認知機能検査を受検

していた 425人について、認知機能検査の結果を見ると、認知症のおそれがある

（第１分類）と判定された者は 8.0％で、認知機能が低下しているおそれがある

（第２分類）と判定された者は 42.4％であり、認知機能の低下が死亡事故の発生

に影響を及ぼしているものと考えられる。 

（４）改正道路交通法による認知機能低下の把握見込み 

 平成 27年中及び平成 28年中に死亡事故を起こした 75歳以上の運転者について

調査した結果、改正道路交通法の施行後の制度下であれば、平成 27年中は 458人

中 70人が、平成 28年中は 459人中 63人が、それぞれ死亡事故の発生前に医師の

診断や臨時認知機能検査の対象となっていたことが明らかとになっている。 

 

２ 高齢運転者の特性等に応じたきめ細かな対策の必要性  

高齢運転者は、加齢に伴う様々な身体機能の低下により、交通事故を起こす運

転リスクが高まっていくものと考えられる。しかしながら、加齢に伴う身体機能

の低下には個人差があり、また、運転能力にも個人差があることから、単純に年

齢にのみ着眼し、高齢運転者を一律に取り扱うことは不適当である。  

高齢運転者による交通事故の防止を図るためには、高齢者特有の運転リスクや

特性等を個々に把握した上で、交通安全教育や先進安全技術の活用等により、そ

れぞれの運転能力等に応じた安全運転の継続を支援する一方、自ら運転に不安を

抱いている者や客観的に運転リスクが高まっていると認められる者等に対して

は、移動手段の確保を始め、その生活を支えるための各種施策の充実に配意しつ
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つ、運転免許証の自主返納を促すなど、それぞれの高齢運転者の特性等に応じ

た、よりきめ細かな対策を推進していく必要がある。  

こうした基本理念に基づき、各都道府県警察の運転免許センター等に設置され

ている運転適性相談窓口や市町村に設置されている地域包括支援センターを始

め、高齢運転者と接する機会のある関係機関・団体等がよりきめ細かな対応を推

進するとともに、運転免許制度を始めとする各種制度の検討を進めていくべきで

ある。  

とりわけ、運転適性相談窓口については、これまで、障害者及び一定の症状を

呈する病気等にかかっている者が安全に運転できるか個別に判断するために、専

門知識の豊富な職員を配置して、運転者及びその家族等からの相談に対応してき

たものであるが、今後は、そうした従来の役割に加え、高齢運転者の交通事故防

止対策という観点から、関係機関・団体等と必要な連絡・調整を行いながら、高

齢運転者及びその家族等から積極的に相談を受け付け、加齢に伴う身体機能の低

下を踏まえた安全運転の継続に必要な助言・指導や、自主返納制度及び運転免許

証を自主返納した者（以下「自主返納者」という。）に対する各種支援施策の教

示を行うなど、それぞれの高齢運転者の特性等に応じたきめ細かな対策を講じる

要としての役割が期待される。  

 

第３ 認知症を始めとする運転リスクとそれへの対応 

３ 認知症 

 （１）課題 

 認知症については、道路交通法上、運転免許の取消し等の事由とされてお

り、医師の診断によって、認知症であることが判明したときは、都道府県公安

委員会が、本人からの聴取等の手続を経て、行政処分を行うこととされてい

る。 

 一方、認知症は、認知機能正常から軽度認知障害、認知症へと徐々に進行す

るものであり、明瞭な境界がなく、また、その原因疾患には多様なものがあ

り、１度の検査で判断することは困難である場合があるとの指摘がある。 

 また、高齢者に運転を断念させることによって、認知症の進行を早めてしま

うおそれがあるとの指摘もある。 

 （２）有識者会議における主な意見 

ア 有識者会議では、認知症と運転技能に関して、次のような意見があった。 

〇 認知症の進行に伴って交通事故を起こすリスクは高まるが、認知症との

診断によって一律に運転免許を取り消すのではなく、軽度認知障害や初期

の認知症については、実車試験によって運転技能をチェックすべきではな

いか。 
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〇 認知症と運転技能に相関があるとすれば、その見極めについては、自動

車教習所だけでなく、アカデミアも責任を持つべきではないか。 

イ アの意見に関して、実車試験でも疑問な点があり、仮に試験で問題がなか

ったとしても、まだらに認知症の症状が出る可能性があるのであれば、運転

を断念させるべきではないかという意見があった。 

ウ このほか、認知症のおそれがある者への対応に関して、次のような意見が

あった。 

〇 認知機能検査の結果、認知症のおそれがある（第１分類）と判定されて

から、医師により認知症と診断され、運転免許の取消処分を受けるまでの

間に交通事故を起こさないよう、運転を断念させるべきではないか。 

〇 関係機関が連携しながら、認知症のおそれがある者への早期診断を図る

とともに、地域の実情を踏まえ、認知症と診断されて運転を断念した者へ

の移動手段の確保を含めた適切な生活支援策を講ずる必要がある。 

（３）今後の方策 

ア 認知機能と安全運転の関係に関する調査研究の実施 

認知症と運転技能との関係を含め、初期の認知症の者等の認知機能に応じ

た対策の在り方について、医療関係者等とも連携しながら、認知症と運転に

関する医学的知見の蓄積や認知症の者等の実態、外国における認知症の者等

に対する運転免許制度等も踏まえつつ、調査研究を実施すべきである。 

イ 認知症のおそれがある者への早期診断・早期対応 

都道府県警察の運転適性相談窓口と市区町村の認知症施策担当部署や地域

包括支援センター等の相談窓口との連携を更に強化し、認知機能検査で認知

症のおそれがある（第１分類）と判定された者への早期診断・早期対応を図

っていくべきである。 
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【資料２】 

 

高齢運転者による交通事故防止対策について 

 

 

                          平成 29 年７月７日  

                          交通対策本部決定  

 

 

高齢運転者による交通事故防止対策について、この度別紙のとおり「高齢運

転者交通事故防止対策ワーキングチーム」から検討結果が報告されたことを受

け、同報告に記載の取組を緊急かつ強力に推進するものとする。 

 

 

 

 

高齢運転者による交通事故防止に向けて（抄） 

 

平成 29年６月 30日 

高齢運転者交通事故防止対策ワーキングチーム 

 

 

１・２ （略） 

３．高齢運転者の特性も踏まえた更なる対策 

(1)「高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議」において取りまとめ

られた「高齢運転者交通事故防止対策に関する提言」を踏まえた今後の方

策 

ア～オ （略） 

カ 認知症と運転との関係を含め、初期の認知症の者等の認知機能に応じた

対策の在り方について、医療関係者等とも連携しながら、認知症と運転に

関する医学的知見の蓄積や認知症の者等の実態、外国における認知症の者

等に対する運転免許制度等も踏まえつつ検討するため、認知症と安全運転

の関係に関する調査研究を実施（平成 30年度中に開始） 

キ （略） 

(2)～(6) （略） 

４ （略） 
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【資料４】 

改正道路交通法に関する提言 

平 成 2 8 年 1 1 月 1 5 年 

公益社団法人日本老年精神医学会 

 

 平成 27 年度の交通安全白書によれば、わが国の四輪車乗車中事故死者の 43.8％を

高齢者が占めています。さらに、昨今では、児童を含む歩行者を巻き込んだ高齢運転

者による死亡事故のニュースが後を絶ちません。こうした情勢に鑑み、公益社団法人

日本老年精神医学会（以下、当学会と略す）は、平成 29 年３月の改正道路交通法施

行に向けて、次のような提言を発することと致しました。 

 当学会は、改正道路交通法の趣旨に賛同し、その施行は今後の交通事故防止につな

がる大きな歩みと考えますが、社会の安全を担保しつつ、同時に、高齢者の尊厳を守

り、生活の質を保証することが、法の実効性を上げるために不可欠であると考えます。

つきましては、早急に、次のような対策をご検討くださいますようお願い申し上げま

す。 

 

１ 道路交通インフラの安全対策、高齢運転者を支援するハードウェアの開発促進 

 事故のリスクを下げると同時に、万一の事故の被害を最小にする為の備えが必要

です。 

（１）高速道路パーキングエリア等での逆走防止用ゲートの設置 

（２）児童の通学路におけるガードレール設置、通学路への自動車進入禁止の強化 

（３）自動ブレーキ、ペダル踏み間違い防止装置等の標準装備化およびその車両の購

入補助制度の導入、この他高齢者が安全に運転できるような装備の開発・普及 

（４）視覚、聴覚等、高齢者の感覚機能低下に配慮した交通標識等の開発、設置 

 

２ 運転免許証の取り消し・自主返納に対応する「生活の質」の保証 

 免許の返納が、高齢者やその家族の生活の質を下げることがないよう、代替支援

策を並行して進める必要があります。 

（１）公共交通が発達した都市部においては、収入に応じてタクシー利用券やバス乗

車パス等の支給を検討すること 

（２）既存の公共交通システムが不十分な地域では、地域の実情に配慮した交通支援

システムの開発・普及 

 

３ 高齢者講習会での実車テスト等について 

 ドライブシミュレーターや教習所内での運転試験では、路上での安全運転に不可

欠な認知、予測、判断、操作等の総合的な能力評価には不十分です。必要な場合に

は、教習所外での実車テストの導入を検討すべきだと考えられます。運転能力は、
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講習予備検査（認知機能検査）、その他の認知機能検査、実際の運転技能の評価等

から総合的に判断されるべきです。 

 

４ 「認知症」と一括されていることの問題点 

 認知機能の変化を引き起こす病気の種類等によって、記銘力、見当識等の障害が

心理検査上明らかでも、安全な運転技能を持つ人がある一方で、こうした機能に変

化が見られなくても、安全な運転が著しく困難になる人もあります。つまり、認知

機能の低下による運転不適格者であることと、『認知症』と診断されていることは

必ずしも同義ではありません。「認知症」と一括りにして運転を制限するのではな

く、その個人が生活する場の特性を踏まえて、現実的な能力評価に根ざした判断が

必要だと考えられます。この課題については、今後の医学的エビデンスの集積と改

正道路交通法施行後の事故事例分析等に基づき、将来検討されるべきであると判断

されます。 

 

 これら４項目の中で、特に１および２については速やかに実行されることが重要で

あると考えます。「高齢者の生活の質」を保証した上で「より安全な社会の構築」を

目指し、運転免許証の取り消しや自主返納だけに終始せず、道路交通に関するハー

ド・ソフト両面の整備が喫緊の課題であると考えます。 
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【資料５】 

改正道路交通法の施行（高齢運転者対策関連）に関する

要望 

平成 28年 11月 19年  

日本精神神経学会  

 

 きたる平成 29年３月 12日、改正道路交通法が施行されます。改訂項目には 75歳以

上の高齢運転者への対策が含まれており、認知機能が低下したときに起こしやすいと

される違反行為を行った場合、ないし３年に１度の更新時、行われる認知機能検査で、

第１分類（認知症の恐れあり）とされると、公安委員会は、臨時適性検査（公安委員

会の指定する専門医による診断）を行うか、医師の診断書の提出を命じることができ

るという規定が新設されます。 

 しかし、この規定には大きな問題があります。その理由は、既にこの改正が試案と

して提出された段階で延べ、貴庁に提出いたしました

（http://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activitiy/20150203.pdf）。 

 そもそも認知症と危険な運転の因果関係は明らかではありません。認知症であって

も運転能力が残存しているのであれば、それを奪うことは不当なことです。高齢者の

交通事故が多数報道されていますが、若年運転者の事故も少なくないのは同様ですし、

報道されている事例だけでも認知症との関連が疑われているものは一部に過ぎません。

高齢になれば認知機能が低下することは事実であり、それに合わせた対策が必要です

が、それを認知症であるか否かの診断に一括して解決できるとすることは誤りです。 

 また、認知症の有無を診断する医師の確保がなされていません。こうした診断が必

要とされるのは、「改正試案」の説明によっても平成 25 年中で３万人以上に及んでお

り、年間５万人、６万人といった試算も出ています。しかも該当者は年々増大します。

当学会は、かかりつけ医用の診断書様式の検討も含め警察庁と交渉を重ねてきました

が、現在に至るまで、この診断に対応できる体制の整備については十分な対策がなさ

れているとは言えません。このままでは、診断書を必要とされた高齢運転者は、診断

書記載が可能な医療機関を探してさまよい、また地域の認知症医療を専門に掲げる医

療機関は、殺到する診断書希望者の対応に追われ、ただでさえ患者数の爆発的な増大

に直面している困窮をさらに深めることとなり、地域の医療や保健・福祉の崩壊を招

きかねません。また、これも当学会が繰り返し要望していたことですが、この診断書

作成に必要な検査等の保険適応の可否について、警察庁と厚生労働省との間で合意が

なく不鮮明なままとなっています。こうした事情も、現場の大きな混乱を招きます。 

 さらに、特に地方では、運転を奪われることによって生活に困窮する高齢者が多数

います。そのことに対する補償はなく、代替措置も十分ではありません。また、真に

重症な認知症を有する運転者の家族に対して具体的なサポートを提示するものではな

いので、困惑している家族は救われません。 

 医学的根拠に欠け現場に混乱を招くだけのこのような制度は、かりに施行が強行さ

れたとしても実効性に欠け、改めて法改正を強いられる可能性が極めて高いと言わざ

るを得ません。 

 過日、日本老年精神医学会も「改正道路交通法施行に関する提言」を出しました。

（http://www.rounen.org/）。老年精神医学に携わる専門家の見解としてきわめて重

要です。当学会としても、上に述べた多くの問題を解決するために厚労省などの関係
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省庁、老年医学専門家、有識者などによる検討会を立ちあげ、真の意味での交通安全

と高齢者の生活に資する施策をあらためて採っていただくことを強く要望するもので

す。 
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【資料６】 

提言 

平成 2 9 年１月６年 

日  本 神 経 学 会 

日本神経治療学会  

日 本 認 知 症 学 会 

日 本 老 年 医 学 会 

 

 

 超高齢社会と急速なモータリゼーションが進むわが国においては、人口減少に伴い

公共交通機関網が縮小する地域も多く、高齢者の自動車運転をどのように支援し、運

転中止者の生活の質をどのように維持するかは、喫緊の課題であると考えます。その

中でも、認知症の人の運転問題は、多数の歩行者を巻き込んだ死亡事故や高速道路の

逆走事案の急増、運転中止後の生活範囲の狭小化や活動性の低下といった課題に直面

しています。 

 認知症施策推進総合戦略（新オレンジブラン）でも謳われているように「認知症高

齢者等にやさしい地域」は、「決して認知症の人だけにやさしい地域」ではないはず

で、すべての生活弱者、すべての国民にやさしい地域づくりを目指す必要があると思

われます。私たちは、平成 29 年３月の改正道路交通法施行に向けて、高齢者、特に

認知症の人の尊厳を守り、運転中止後の本人ならびにその家族の生活の質を保証する

ことが重要であると考えます。つきましては、早急に、次のような対策を検討くださ

いますようお願い申し上げます。 

 

・ 運転中止後の生活の質の保証と運転免許証の自主返納促進 

運転中止後に認知症の人やその家族が社会から孤立しないための、公共交通シス

テムの再整備や自動運転等の代替交通支援システムの開発、それらの利用者負担の

軽減なくして、法の実効性は上がらないと思われます。生活の質を保証した上で、

社会の安全が重要であることを丁寧に説明し、可能な限り強制的な手段ではなく、

運転免許証の自主返納を促進する必要があります。省庁横断的な対策の構築には、

私たちも全面的に協力したいと考えます。 

 

・ 運転能力の適正な判断基準の構築 

認知症の進行に伴い運転リスク、事故が増加することは自明であり、科学的エビ

デンスも蓄積されています。一方で、ごく初期の認知症の人、認知症の前駆状態が

高率に含まれている軽度認知障害の人、一般高齢者の間で、運転行動の違いは必ず

しも明らかではありません。特に初期の認知症の人の運転免許証取り消しに当たっ

ては、運転不適格者かどうかの判断は、医学的な「認知症の診断」に基づくのでは

なく、実際の運転技能を実車テスト等により運転の専門家が判断する必要がありま

す。今後、軽度認知障害の人、初期の認知症の人の運転能力については、さらなる

研究を進めて行く必要があると思われます。 
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- 1 -

７５歳以上で運転免許証を自主的に返納された方へ

アンケートのお願い

● ● 県警察本部

交通部 運転免許課

運転免許証の自主返納件数は、年々増加傾向にあり、

平成29年中は42万3,800件（前年比＋７万8,487件）で、

最も多くなりました。

警察では、運転に不安のある方が運転免許証を自主

的に返納できる環境を整備することが重要と考えてお

り、今後の参考とするために、自主返納をしていただ

いた75歳以上の皆様にアンケートの御願いをするもの

です。

アンケートでは、運転していた主な理由や自主返納

を決めた理由等について、皆様の声を伺います。

なお、このアンケートの回答内容は、統計的に処理

し、個人が特定できない形で公表します。お名前など

のご記入は不要です。

御多忙のところ、大変恐縮ですが、アンケートへの

御協力を御願いいたします。

【資料７－１】
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問１ 　一番最近の免許証の更新は、いつでしたか。

1 年　前 2 か月前 3 覚えていない

問２

アンケート用紙　（該当する番号に〇印を、その他は内容に応じて記入して下さい。）

性　別 男 女 年　齢 歳 免許証の有効期限 年 月

　その時、認知機能検査は受けましたか。

問2-1 　【問２で、「１　受けた」と回答した方のみ】　認知機能検査の結果はどうでしたか。

1 第１分類 2 第２分類 3 第３分類 4 覚えていない

1 受　け　た 2 受　け　な　い 3 覚えていない

問４ 　自主返納を考え始めた理由は何ですか。　１つだけ選んで下さい。

1 自分から。

2 家族から言われて。

3 家族以外から言われて。

問2-2 　【問2-1で、「１　第１分類」と回答した方のみ】　医師の診断を受けた結果はどうでしたか。

1 問題なし 2 認知機能が低下 3 認知症と診断 4 覚えていない

運転しない

問３ 　運転していた主な理由は何でしたか。　１つだけ選んで下さい。

1 仕事(農業や商売等で使う。) 2 通勤(職場への往復で使う。)

3 趣味（ドライブ等） 4 生活（送迎、通院、買物等） 5

1 配偶者 2 子ども 3 孫 4 その他（　　　　　　）

1 免許の更新がめんどうだから 2 事故を起こしたくないから

3 免許を取消されたくないから 4 免許返納後のサービスを受けたいから

5 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問4-2

問4-1 　【問４で、「１　自分から」と回答した方のみ】　その理由は何ですか。　１つだけ選んで下さい。

　【問４で、「２　家族から言われて」と回答した方のみ】　それは誰ですか。　１つだけ選んで下さい。

4 警察官（職員） 5 その他（　　　　　　　 　　　　）

問4-3 　【問４で、「３　家族以外から言われて」と回答した方のみ】　それは誰ですか。　１つだけ選んで下さい。

1 医　師 2 介護職員 3 友人・知人

【資料７－２】
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問５ 　自主返納を最終的に決断した理由は何ですか。　いくつでも選んで下さい。

1 からだが弱ってきたから。

2 高齢者による交通事故のニュースを見た・聞いたから。

3 交通事故・違反をしたから。　（自宅車庫でバンパーを擦った等を含む。）

4 家族からの一言。

【具体的にはどこですか。】　いくつでも選んで下さい。

① 身体 ② 気力 ③ 病気・けが ④ 認知機能 ⑤  視力

家族以外からの一言。

【具体的には誰ですか。】　いくつでも選んで下さい。

① 医　師 ② 介護職員 ③ 友人・知人

【具体的には誰ですか。】 　いくつでも選んで下さい。

① 配偶者 ② 子ども ③ 孫 ④ その他（　　　　）

8 運転しなくなったから。

9 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

御協力ありがとうございます。

② 医師の診断を受けるようだから。

③ 結果ではなく、係員の説明や講習内容に影響されたから。

④ 講習の実技でうまく運転ができなかったから。

7 認知機能検査や高齢者講習の結果を受けて。

【具体的には何ですか。】　いくつでも選んで下さい。

① 認知機能検査の結果が、（　第１　・　第２　・　第３　）分類だったから。

④ 警察官（職員） ⑤ その他（　　　　　　　 　　　　）

6 認知機能検査や高齢者講習の通知が来たから。

5

116



 

【資料７－３】 

運転免許証の自主返納に関する調査 

 
１ 調査の概要 

運転免許証の自主返納に関する諸対策の一層の推進に資することを目的と

して、平成 30 年６月 15 日（金）から同年７月 13 日（金）までの間、各都道

府県警察の運転免許センター等に来所し、運転免許証を自主返納した者 1,000

人を対象としてアンケート調査を実施した。 

調査対象者 1,000 人は、各都道府県の運転免許保有者数の比率に基づき、

各都道府県に割り振りし、人数に達するまでアンケート調査を行った。 

調査は運転免許センター等で自主返納した対象者本人に対し、運転免許セ

ンター等で勤務する職員が対面して依頼文を示しつつ調査の趣旨を説明した

上、対象者がアンケート用紙に記入又は職員が代筆する方法で行った。 

 

２ 調査結果 
(1) 回収 

    有効回答数は 1,000 人（回収率 100％、75 歳未満の者２人を含む）で

あった。 

(2) 属性 

ア 年齢 

自主返納者（n=1,000）の平均年齢は、81.6 歳である。 

自主返納者の年齢層別割合は、74 歳から 79 歳までが 38.6％、80 歳か

ら 84 歳までが 39.5％、85 歳から 89 歳までが 16.4％、90 歳以上が 5.5％

であった。 

＜表１ 自主返納者の年齢層＞ 

 

  

39% 40% 16% 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自主返納者

平均年齢81.6歳

74～79歳 80～84歳 85～89歳 90歳以上

(n=1,000) 
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イ 性別 

    自主返納者の性別の割合は、男性が 64％、女性が 36％であった。 

＜表２ 自主返納者の性別＞ 

 
 

ウ 運転免許証の有効期間 
自主返納者の運転免許証の有効期間が満了する日は、平成 30 年中が

75％、平成 31 年中が 15％、平成 32 年中が７％、平成 33 年中が２％であ

った。 

＜表３ 運転免許証の有効期間＞ 

 
 

(3) 直近の運転免許証の更新時期 

自主返納者（n=1,000）に対し、直近の運転免許証の更新時期について質

問したところ、「３年以上４年未満」前と回答した者が最も多く、全体の約

７割を占めた。 

＜表４ 直近の運転免許証の更新時期＞ 

 

  

64% 36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自主返納者

男性 女性

75% 15% 7% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自主返納者

平成30年 平成31年 平成32年 平成33年

3% 6% 12% 68%
1%

4%
6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自主返納者

１年未満 １年以上２年未満 ２年以上３年未満 ３年以上４年未満

４年以上５年未満 ５年以上 覚えていない

(n=1,000) 

(n=1,000) 

(n=1,000) 
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(4) 認知機能検査 

自主返納者（n=1,000）に対し、直近の運転免許証の更新時における認知

機能検査の受検の有無について質問したところ、「受けた」と回答した者が

最も多く、全体の約７割を占めた。また、１割以上（14％）が受検の有無を

「覚えていない」と回答した。 

＜表５ 認知機能検査の受検の有無＞ 

 
    

「受けた」と回答した者（n=679）に対し、当該認知機能検査の結果につ

いて質問したところ、６割以上の者が「覚えていない」と回答した。「第１

分類」であったと回答した者は８％であった。 

＜表６ 認知機能検査を受けた者の結果＞ 

 
 

認知機能検査の結果が「第１分類」であったと回答した者（n=56）に対

し、医師の診断結果について質問したところ、「問題なし」であったと回答

した者が最も多く、全体の約７割を占めた。「認知機能低下」と診断された

と回答した者は７％、「認知症」と診断された者は５％であった。 

＜表７ 第１分類と判定された者の医師の診断結果＞ 

 

68% 18% 14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自主返納者

受けた 受けていない 覚えていない

8% 6% 23% 62%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認知機能検査を

受けた者

第１分類 第２分類 第３分類 覚えていない

68% 7% 5% 14% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医師の診断を

受けた者

問題なし 認知機能低下 認知症 覚えていない 無回答

(n=1,000) 

(n=679) 

(n=56) 
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(5) 運転を継続していた理由 

自主返納者（n=1,000）に対し、運転を継続していた主な理由について質

問したところ、生活（送迎、通院、買い物等）のためと回答した者が最も多

く全体の約６割を占めた。「仕事のため」と回答した者は 21％であり、「運転

しない」と回答した者も８％いた。 

＜表８ 運転を継続していた理由＞ 

 
 
(6) 自主返納を考え始めたきっかけ 

自主返納者（n=1,000）に対し、自主返納を考え始めたきっかけについて質

問したところ、「自分から」と回答した者が最も多く全体の約７割を占めた。

「家族から言われて」と回答した者は 32％、「家族以外から言われて」と回答

した者が２％であった。 

＜表９ 自主返納を考え始めたきっかけ＞ 

 
 

「自分から」と回答した者（n=656）に対し、自主返納を考え始めた理由

について質問したところ、「事故を起こしたくないから」と回答した者が最

も多く全体の約６割を占めた。「免許返納後のサービスを受けたいから」と

回答した者は、８％であった。 

  

21% 8% 8% 56% 8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自主返納者

仕事 通勤 趣味 生活 運転しない

66% 32% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自主返納者

自分から 家族から言われて 家族以外から言われて

(n=1,000) 

(n=1,000) 
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＜表 10 自主返納を考え始めるきっかけとして自分からと回答した者の内訳＞ 

 

 

「家族に言われて」と回答した者（n=324）に対し、誰に言われたかを質

問したところ、「子ども」と回答した者が最も多く全体の７割以上を占め

た。「配偶者」と回答した者は、25％であった。 

＜表 11 自主返納を考え始めるきっかけとして家族に言われてと回答した者の

内訳＞ 

 
   

「家族以外から言われて」と回答した者（n=20）に対し、誰から言われた

かを質問したところ、「医師」と回答した者が最も多く全体の６割を占め

た。警察官（職員）と回答した者は、20％であった。 

＜表 12 自主返納を考え始めるきっかけとして家族以外から言われてと回答し

た者の内訳＞ 

 
  

4% 63% 1% 8% 24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「自分から」と

回答した者

更新が面倒 事故を起こしたくない

免許を取り消されたくない 免許返納後のサービスを受けたい

その他

25% 72% 1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「家族に言われて」

と回答した者

配偶者 子ども 孫 その他

60% 0% 20% 20% 0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「家族以外から言われて」

と回答した者

医師 介護職員 友人・知人 警察官 その他

(n=656) 

(n=324) 

(n=20) 
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(7) 自主返納を決断した理由 

自主返納者（n=1,000）に対し、自主返納を決断した理由について質問した

ところ、「からだが弱ってきたから」と回答した者が 56％と最も多かった。「家

族からの一言」と回答した者は 38％、「家族以外からの一言」と回答した者は

６％であった。 

＜表 13 自主返納を決断した理由＞ 

 
 

「からだが弱ってきたから」と回答した者（n=557）に対し、具体的にど

こが弱ってきたのか質問したところ、「身体」と回答した者が 52％と最も多

く、次いで「視力」（23％）、病気・けが（22％）の順であり、「認知機能」

と回答した者は 14％であった。 

＜表 14 自主返納を決断した理由としてからだが弱ってきたからと回答した者

の内訳＞ 

 

56%

38%

35%

23%

6%

6%

5%

4%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

からだが弱ってきた

家族からの一言

高齢者による事故のニュースを見た

運転しなくなったから

家族以外からの一言

その他

交通事故・違反をした

認知機能検査等の通知を受けた

認知機能検査等の結果を受けて

自主返納者

52%

23%

22%

17%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

身体

視力

病気・けが

気力

認知機能
からだが弱ってきたと回答した者

(n=1,000、複数回答) 

(n=557、複数回答) 

122



 

「家族からの一言」と回答した者（n=379）に対し、誰に言われたかを質

問したところ、「子ども」と回答した者が 78％と最も多く、「配偶者」と回

答した者は 34％、「孫」と回答した者は８％であった。 

＜表 15 自主返納を決断した理由として家族からの一言と回答した者の内訳＞ 

 

 

「家族以外からの一言」と回答した者（n=64）に対し、誰に言われたかを

質問したところ、「医師」と回答した者が 48％と最も多く、「友人・知人」

と回答した者は 28％、「警察官（職員）」と回答した者は 23％であった。 

＜表 16 自主返納を決断した理由として家族以外からの一言と回答した者の内

訳＞ 

 

 

「認知機能検査や高齢者講習の結果を受けて」と回答した者に対し、具体

的な理由を質問したところ、「認知機能検査の結果が第１分類であった」と

「医師の診断を受けるようだから」と回答した者が 34％と最も多かった。 

  

78%

34%

8%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

子ども

配偶者

孫

その他
家族からの一言と回答した者

48%

28%

23%

8%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

医師

友人・知人

警察官（職員）

介護職員

その他

家族以外からの一言と回答した者

(n=379、複数回答) 

(n=64、複数回答) 
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＜表 17 自主返納を決断した理由として認知機能検査や高齢者講習の結果を受

けてと回答した者の内訳＞ 

 
 

 

34%

34%

22%

7%

5%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

第１分類

医師の診断

講習での説明

運転に不安

第２分類

第３分類

認知機能検査等の結果を受けてと回答した者

(n=41、複数回答) 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【資料８】
運転行動診断票

実施機関名（ ）

受講者名 生年月日 年 月 日生 指導員名

年齢【75歳未満／75歳以上80歳未満／80歳以上】
認知機能検査の結果【第１分類／第２分類／第３分類】

課題 項 目 成否 備 考

１回目成功 □ 安全確認なし □ 接触 □ 脱輪
□ ペダル踏み間違い □ ギア誤り

２回目成功 □ 安全確認なし □ 接触 □ 脱輪

方向変換 □ ペダル踏み間違い □ ギア誤り

３回目成功 □ 安全確認なし □ 接触 □ 脱輪
□ ペダル踏み間違い □ ギア誤り

不成功 □ 時間切れ □ 回目で成功
□ 危険性が高く打ち切り □（ ）

特記事項

１回目成功 □ 安全確認なし □ 徐行（停止）なし
□ 他車妨害 □ 合図なし

２回目成功 □ 安全確認なし □ 徐行（停止）なし
見通しの悪い交差点 □ 他車妨害 □ 合図なし

３回目成功 □ 安全確認なし □ 徐行（停止）なし
□ 他車妨害 □ 合図なし

不成功 □ 時間切れ □ 回目で成功
□ 危険性が高く打ち切り □（ ）

特記事項

◆ 第２分類は１課題選択 75未満・第３分類は２課題選択 ◆

□ ペダル踏間違い
１回目成功 □ 反応速度が極めて遅い

□ 補助ブレーキ使用
□ ペダル踏間違い

２回目成功 □ 反応速度が極めて遅い
段差乗り上げ □ 補助ブレーキ使用

□ ペダル踏間違い
３回目成功 □ 反応速度が極めて遅い

□ 補助ブレーキ使用

不成功 □ 時間切れ □ 回目で成功
□ 危険性が高く打ち切り □（ ）

特記事項

１回目成功 □ 接触 □ 脱輪 □ 通過不能

２回目成功 □ 接触 □ 脱輪 □ 通過不能
車両感覚走行

３回目成功 □ 接触 □ 脱輪 □ 通過不能

不成功 □ 時間切れ □ 回目で成功
□ 危険性が高く打ち切り □（ ）

特記事項

１回目成功 □ 接触 □ 通過不能

パイロンスラローム ２回目成功 □ 接触 □ 通過不能

３回目成功 □ 接触 □ 通過不能

不成功 □ 時間切れ □ 回目で成功
□ 危険性が高く打ち切り □（ ）

特記事項

運
動
機
能
に
関
す
る
課
題
（
必
須
）

運
動
機
能
に
関
す
る
課
題
（
選
択
）

125



- 2 -

課題 項 目 成否 備 考

□ 信号機手前での必要な減速なし

１回目成功
□ 見落とし □ 信号無視（赤色・黄色）
□ 他車妨害 □ 補助ブレーキ使用
□ 合図なし
□ 信号機手前での必要な減速なし

２回目成功
□ 見落とし □ 信号無視（赤色・黄色）

信号交差点 □ 他車妨害 □ 補助ブレーキ使用
□ 合図なし
□ 信号機手前での必要な減速なし

３回目成功
□ 見落とし □ 信号無視（赤色・黄色）
□ 他車妨害 □ 補助ブレーキ使用
□ 合図なし

不成功 □ 時間切れ □ 回目で成功
□ 危険性が高く打ち切り □ （ ）

特記事項

□ 交差点手前で減速なし □ 標識見落とし

１回目成功 □ 一時不停止 □ 停止線オーバー
□ 安全確認なし □ 他車妨害
□ 二段階停止なし □ 合図なし
□ 交差点手前で減速なし □ 標識見落とし

２回目成功 □ 一時不停止 □ 停止線オーバー

一時停止交差点 □ 安全確認なし □ 他車妨害
□ 二段階停止なし □ 合図なし
□ 交差点手前で減速なし □ 標識見落とし

３回目成功
□ 一時不停止 □ 停止線オーバー
□ 安全確認なし □ 他車妨害
□ 二段階停止なし □ 合図なし

不成功
□ 時間切れ □ 回目で成功
□ 危険性が高く打ち切り □ （ ）

特記事項

□ 合図なし(左変更時・右変更時)

１回目成功 □ 安全確認なし □ 急ハンドル
□ 進路妨害 □ 脱輪
□ 障害物接触 □ 逆走
□ 合図なし(左変更時・右変更時)

進路変更 ２回目成功 □ 安全確認なし □ 急ハンドル
□ 進路妨害 □ 脱輪
□ 障害物接触 □ 逆走
□ 合図なし(左変更時・右変更時)

３回目成功 □ 安全確認なし □ 急ハンドル
□ 進路妨害 □ 脱輪
□ 障害物接触 □ 逆走

不成功
□ 時間切れ □ 回目で成功
□ 危険性が高く打ち切り □ （ ）

特記事項

□ 手前での減速なし □ 高速度
１回目成功 □ カーブ内でブレーキ □ 蛇行

□ 車線はみ出し □ 脱輪
□ 手前での減速なし □ 高速度

２回目成功 □ カーブ内でブレーキ □ 蛇行

カーブ走行
□ 車線は見出し □ 脱輪
□ 手前での減速なし □ 高速度

３回目成功 □ カーブ内でブレーキ □ 蛇行
□ 車線は見出し □ 脱輪

不成功
□ 時間切れ □ 回目で成功
□ 危険性が高く打ち切り □ （ ）

特記事項

記

憶

力

・

判

断

力

に

関

す

る

課

題
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□ 反応できない
□ 著しく反応が遅い

単純反応、選択反応 ペダル操作 □ 著しく反応むらが大きい
□ 誤まった反応をする
□

注意配分・複数作業 安全確認
□ 注意が一点のみに集中

複数作業
□ 複数操作ができない
□

□ 右折時大回り □ 左折時

□ 右折時ハンドル操作 内回り □ 左折時

□ 著しく反応が遅い

不正確･むら □ 著しく反応むらが大きい
□ 誤まった反応をする
□

□ 指示違反
□ 逆走
□ 接触

その他指導事項 □ 脱輪・コース逸脱
□ 補助ブレーキ使用
□ （ ）
□ （ ）
□ （ ）

講 評

注 該当する項目にチェック（✓）を入れる。

運
転
操
作
に
関
す
る
診
断
・
指
導
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～ 調査への御協力のお願い ～ 

警察庁交通局運転免許課 

 

１ 調査
ちょうさ

の目的
もくてき

について 

   警察庁
けいさつちょう

では、高齢
こうれい

運転者
うんてんしゃ

の交通
こうつう

事故
じ こ

防止
ぼ う し

対策
たいさく

の検討
けんとう

を行
おこな

っており、本調査
ほんちょうさ

は、高齢
こうれい

運転者
うんてんしゃ

の運転
うんてん

能力
のうりょく

に関
かん

するデータを収 集
しゅうしゅう

するために実施
じ っ し

するもの

です。 

 

２ 調査
ちょうさ

の流れ
な が れ

について 

  (1) 高齢者講習の受講 

    調査
ちょうさ

にご協力
ごきょうりょく

いただく方
かた

（以下
い か

「協 力 者
きょうりょくしゃ

さま」という。）には、敦賀
つ る が

自動
じ ど う

車
しゃ

学校
がっこう

において、通常
つうじょう

の高齢者
こうれいしゃ

講習
こうしゅう

を受講
じゅこう

していただきます。 

その際
さい

、実車
じっしゃ

指導
し ど う

時
じ

の様子
よ う す

を本調査
ほんちょうさ

専用
せんよう

の運転
うんてん

行動
こうどう

診断票
しんだんひょう

に記録
き ろ く

させて

いただくとともにドライブレコーダー
ど ら い ぶ れ こ ー だ ー

により撮影
さつえい

させていただきます。 

  (2) 運転
うんてん

シミュレーターの実施
じ っ し

 

    敦賀
つ る が

自動
じ ど う

車
しゃ

学校
がっこう

において、運転
うんてん

シミュレーターを使用
し よ う

した調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

いた

します。 

    本調査
ほんちょうさ

により、協 力 者
きょうりょくしゃ

さまの反応
はんのう

速度
そ く ど

や運転
うんてん

能力
のうりょく

を測定
そくてい

いたします。 

    本調査
ほんちょうさ

の実施
じ っ し

は、敦賀
つ る が

自動車
じどうしゃ

学校
がっこう

の指導員
しどういん

が行います
お こ な い ま す

。  

    運転シミュレーターの所要時間はおよそ 40分（待ち時間等除く）です。 
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(3) 謝礼
しゃれい

のお支払い
お し は ら い

 

   本調査
ほんちょうさ

の協 力 者
きょうりょくしゃ

さまに3,000円
えん

相当
そうとう

の謝礼
しゃれい

（プリペイドカード）を

お支払
おしはらい

いたします。 

 

３ 分析
ぶんせき

の実施
じ っ し

について 

   警察庁
けいさつちょう

におきまして、高齢者
こうれいしゃ

講習
こうしゅう

による実車
じっしゃ

指導
し ど う

や運転
うんてん

シミュレーターに

よる調査
ちょうさ

の結果
け っ か

、警察庁
けいさつちょう

が保有
ほ ゆ う

する違反
い は ん

・事故
じ こ

状 況
じょうきょう

に関する
か ん す る

データ等
とう

の

分析
ぶんせき

を行います
お こ な い ま す

。 

 

 ４ 個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の保護
ほ ご

等
とう

について 

 (1) 個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の保護
ほ ご

 

   本調査
ほんちょうさ

により収 集
しゅうしゅう

した協 力 者
きょうりょくしゃ

さまの運転
うんてん

シミュレーターによる調査
ちょうさ

の

結果
け っ か

などの個人
こ じ ん

情報
じょうほう

につきましては、本調査
ほんちょうさ

の目的
もくてき

以外
い が い

で使用
し よ う

することはあ

りません。 

 

 (2) 個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の管理
か ん り

と保管
ほ か ん

 

   本調査
ほんちょうさ

により収 集
しゅうしゅう

した協 力 者
きょうりょくしゃ

さまの運転
うんてん

シミュレーターによる調査
ちょうさ

の

結果
け っ か

などの個人
こ じ ん

情報
じょうほう

につきましては、警察庁
けいさつちょう

担当者
たんとうしゃ

が施錠
せじょう

可能
か の う

な保管庫
ほ か ん こ

にて

保管
ほ か ん

し、本調査
ほんちょうさ

研究
けんきゅう

終 了
しゅうりょう

とともに裁断
さいだん

・廃棄
は い き

いたします。 
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 (3) 調査
ちょうさ

結果
け っ か

の公表
こうひょう

 

   本調査
ほんちょうさ

で利用
り よ う

した協 力 者
きょうりょくしゃ

さまの個人
こ じ ん

情報
じょうほう

、運転
うんてん

シミュレーターによる

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

につきましては、統計的
とうけいてき

な処理
し ょ り

をおこない、個人
こ じ ん

が特定
とくてい

される形
かたち

で公表
こうひょう

されることはありません。 

 

 ５ 本調査
ほんちょうさ

への協 力
きょうりょく

の中止
ちゅうし

について 

  本調査
ほんちょうさ

への協 力
きょうりょく

の中止
ちゅうし

を希望
き ぼ う

される場合
ば あ い

には、警察庁
けいさつちょう

交通局
こうつうきょく

運転
うんてん

免許課
めんきょか

ま

で御連絡
ごれんらく

ください。 

 

６ 本調査
ほんちょうさ

によりもたらされる不利益
ふ り え き

について 

  本調査
ほんちょうさ

への協 力
きょうりょく

の中止
ちゅうし

を希望
き ぼ う

された場合
ば あ い

でも、協 力 者
きょうりょくしゃ

さまに不利益
ふ り え き

が

生じる
しょうじる

ことは一切
いっさい

ありません。 

 

 ７ 費用
ひ よ う

負担
ふ た ん

について 

  本調査
ほんちょうさ

の実施
じ っ し

に当たり
あ た り

、協 力 者
きょうりょくしゃ

さまがご負担
ご ふ た ん

される費用
ひ よ う

は一切
いっさい

ありません。 

 

 ８ 本調査
ほんちょうさ

の実施
じ っ し

主体
しゅたい

について 

  本調査
ほんちょうさ

は、警察庁
けいさつちょう

が実施
じ っ し

しているものであり、みずほ情報
じょうほう

総研
そうけん

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

にそ

の委託
い た く

をしています。 
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～ 調査への御協力のお願い ～ 

警察庁交通局運転免許課 

 

１ 調査
ちょうさ

の目的
もくてき

について 

   警察庁
けいさつちょう

では、高齢
こうれい

運転者
うんてんしゃ

の交通
こうつう

事故
じ こ

防止
ぼ う し

対策
たいさく

の検討
けんとう

を 行
おこな

っており、本調査
ほんちょうさ

は、高齢
こうれい

運転者
うんてんしゃ

の運転
うんてん

能 力
のうりょく

に関
かん

するデータを 収 集
しゅうしゅう

するために実施
じ っ し

するもの

です。 

 

２ 調査
ちょうさ

の流れ
な が れ

について 

  本調査
ほんちょうさ

では、御協力
ごきょうりょく

をいただく方
かた

（以下
い か

「協 力 者
きょうりょくしゃ

さま」という。）に敦賀
つ る が

自動
じ ど う

車
しゃ

学校
がっこう

にお越
こ

しいただき、 教 習
きょうしゅう

コースでの実車
じっしゃ

と運転
うんてん

シミュレーターに

よる調査
ちょうさ

に参加
さ ん か

していただきますが、その流
なが

れは次
つぎ

のとおりです。 

   

(1) 敦賀
つ る が

温泉
おんせん

病 院
びょういん

からの情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

 

    協 力 者
きょうりょくしゃ

さまに関する
か ん す る

情 報
じょうほう

のうち、 

    ① 氏名
し め い

    ② 生年
せいねん

月日
が っ ぴ

    ③ 性別
せいべつ

 

    ④ 電話番号
でんわばんごう

（調査
ちょうさ

の日程
にってい

調 整
ちょうせい

を 行
おこな

うためです。） 

    ⑤ 診断
しんだん

・認知
に ん ち

機能
き の う

検査
け ん さ

の結果
け っ か

 

   について敦賀
つ る が

温泉
おんせん

病 院
びょういん

から警察庁
けいさつちょう

に提 供
ていきょう

されます。 
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 (2) 調査
ちょうさ

の日程
にってい

調 整
ちょうせい

 

敦賀
つ る が

自動車
じ ど う し ゃ

学校
がっこう

で 行
おこな

う調査
ちょうさ

の日時
に ち じ

を決める
き め る

ため、警察庁
けいさつちょう

又
また

はこの調査
ちょうさ

の

委託
い た く

を受
う

けたみずほ情 報
じょうほう

総研
そうけん

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

の担当者
たんとうしゃ

から、電話
で ん わ

により連絡
れんらく

をさ

せていただきます。（提 供
ていきょう

いただいた電話番号
でんわばんごう

に御連絡
ご れ ん ら く

いたします。） 

調査
ちょうさ

の時期
じ き

については、平成
へいせい

30年
ねん

11月 中
がつちゅう

を予定
よ て い

いたしております。 

(3) 敦賀
つ る が

自動車
じ ど う し ゃ

学校
がっこう

で 行
おこな

う調査
ちょうさ

 

    担当者
たんとうしゃ

との連絡
れんらく

で取
と

り決
き

めた日時
に ち じ

に敦賀
つ る が

自動車
じ ど う し ゃ

学校
がっこう

までお越
こ

しください。 

   敦賀
つ る が

自動車
じ ど う し ゃ

学校
がっこう

では、次
つぎ

の２種類
しゅるい

の調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

いたします。 

所要
しょよう

時間
じ か ん

は、90分
ぷん

（1人
にん

当たり
あ た り

の実施
じ っ し

に要する
よ う す る

時間
じ か ん

であり、待
ま

ち時間
じ か ん

を含め

ると要する
よ う す る

時間
じ か ん

は長く
な が く

なります。）程度
て い ど

です。 

   ア 教 習
きょうしゅう

コースでの実車
じっしゃ

 

     敦賀
つ る が

自動車学
じどうしゃがっ

校内
こうない

の 教 習
きょうしゅう

コースにおいて、教 習 車
きょうしゅうしゃ

を運転
うんてん

していただ

きます。助手席
じょしゅせき

には、敦賀
つ る が

自動車
じ ど う し ゃ

学校
がっこう

の指導員
し ど う い ん

が乗
の

りますので、運転中
うんてんちゅう

は、指導員
し ど う い ん

の指示
し じ

にしたがってください。 

     実車
じっしゃ

の様子
よ う す

はドライブレコーダーにより撮影
さつえい

を 行
おこな

います。  

   イ 運転
うんてん

シミュレーターの実施
じ っ し

 

     運転
うんてん

シミュレーターを使用
し よ う

し、協 力 者
きょうりょくしゃ

さまの判定
はんてい

速度
そ く ど

や運転
うんてん

能 力
のうりょく

を

測定
そくてい

いたします。運転
うんてん

シミュレーターの実施
じ っ し

は、敦賀
つ る が

自動車
じ ど う し ゃ

学校
がっこう

の指導員
し ど う い ん

が担当
たんとう

いたします。 
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 (4) 謝礼
しゃれい

のお支払
し は ら

い 

   本調査
ほんちょうさ

の協 力 者
きょうりょくしゃ

さまに 3,000円
えん

相当
そうとう

の謝礼
しゃれい

（プリペイドカード）を

お支払
お し は ら い

いたします。 

 

３ 分析
ぶんせき

の実施
じ っ し

について 

   警察庁
けいさつちょう

におきまして、敦賀
つ る が

自動
じ ど う

車
しゃ

学校
がっこう

において実施
じ っ し

した実車
じっしゃ

や運転
うんてん

シミュ

レーターによる調査
ちょうさ

の結果
け っ か

、ドライブレコーダーにより撮影
さつえい

した映像
えいぞう

、敦賀
つ る が

温泉
おんせん

病 院
びょういん

から提 供
ていきょう

を受
う

けた情 報
じょうほう

、警察庁
けいさつちょう

が保有
ほ ゆ う

する違反
い は ん

・事故
じ こ

状 況
じょうきょう

に

関する
か ん す る

データ等
とう

について分析
ぶんせき

を行います
お こ な い ま す

。 

 

 ４ 個人
こ じ ん

情 報
じょうほう

の保護
ほ ご

等
とう

について 

 (1) 個人
こ じ ん

情 報
じょうほう

の保護
ほ ご

 

   本調査
ほんちょうさ

により 収 集
しゅうしゅう

した協 力 者
きょうりょくしゃ

さまの敦賀
つ る が

自動
じ ど う

車
しゃ

学校
がっこう

における実車
じっしゃ

や運転
うんてん

シミュレーターによる調査
ちょうさ

の結果
け っ か

、ドライブレコーダーの映像
えいぞう

などの個人
こ じ ん

情 報
じょうほう

につきましては、本調査
ほんちょうさ

の目的
もくてき

以外
い が い

で使用
し よ う

することはありません。 

 (2) 個人
こ じ ん

情 報
じょうほう

の管理
か ん り

と保管
ほ か ん

 

   本調査
ほんちょうさ

により 収 集
しゅうしゅう

した協 力 者
きょうりょくしゃ

さまの運転
うんてん

シミュレーターによる調査
ちょうさ

の

結果
け っ か

などの個人
こ じ ん

情 報
じょうほう

につきましては、警察庁
けいさつちょう

担当者
たんとうしゃ

が施錠
せじょう

可能
か の う

な保管庫
ほ か ん こ

にて

保管
ほ か ん

し、本調査
ほんちょうさ

研 究
けんきゅう

終 了
しゅうりょう

とともに裁断
さいだん

・廃棄
は い き

いたします。 
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 (3) 調査
ちょうさ

結果
け っ か

の公 表
こうひょう

 

   本調査
ほんちょうさ

で利用
り よ う

した協 力 者
きょうりょくしゃ

さまの個人
こ じ ん

情 報
じょうほう

、実車
じっしゃ

や運転
うんてん

シミュレーターに

よる調査
ちょうさ

の結果
け っ か

につきましては、統計的
とうけいてき

な処理
し ょ り

を 行
おこな

いますので、個人
こ じ ん

が特定
とくてい

される 形
かたち

で公 表
こうひょう

されることはありません。 

 

 ５ 本調査
ほんちょうさ

への 協 力
きょうりょく

の中止
ちゅうし

について 

  本調査
ほんちょうさ

への 協 力
きょうりょく

の中止
ちゅうし

を希望
き ぼ う

される場合
ば あ い

には、警察庁
けいさつちょう

交通局
こうつうきょく

運転
うんてん

免許課
め ん き ょ か

ま

で御連絡
ご れ ん ら く

ください。 

 

 ６ 本調査
ほんちょうさ

によりもたらされる不利益
ふ り え き

について 

  本調査
ほんちょうさ

への 協 力
きょうりょく

の中止
ちゅうし

を希望
き ぼ う

された場合
ば あ い

でも、その後
そ の ご

の通院
つういん

治療
ちりょう

等
とう

において

不利益
ふ り え き

が生じる
し ょ う じ る

ことは一切
いっさい

ありません。 

 

 ７ 費用
ひ よ う

負担
ふ た ん

について 

  本調査
ほんちょうさ

の実施
じ っ し

に当たり
あ た り

、協 力 者
きょうりょくしゃ

さまがご負担
ご ふ た ん

される費用
ひ よ う

は一切
いっさい

ありません。 

 

 ８ 本調査
ほんちょうさ

の実施
じ っ し

主体
しゅたい

について 

  本調査
ほんちょうさ

は、警察庁
けいさつちょう

が実施
じ っ し

しているものであり、みずほ情 報
じょうほう

総研
そうけん

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

にそ

の委託
い た く

をしています。 
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～ 調査への御協力のお願い ～ 

警察庁交通局運転免許課 

 

１ 調査
ちょうさ

の目的
もくてき

について 

   警察庁
けいさつちょう

では、高齢
こうれい

運転者
うんてんしゃ

の交通
こうつう

事故
じ こ

防止
ぼ う し

対策
たいさく

の検討
けんとう

を行
おこな

っており、本調査
ほんちょうさ

は、高齢
こうれい

運転者
うんてんしゃ

の運転
うんてん

能力
のうりょく

に関
かん

するデータを収 集
しゅうしゅう

するために実施
じ っ し

するもの

です。 

 

２ 調査
ちょうさ

の流れ
な が れ

について 

  (1) 運転
うんてん

シミュレーターの実施
じ っ し

 

    敦賀
つ る が

温泉
おんせん

病院
びょういん

において、調査
ちょうさ

にご協力
ごきょうりょく

いただく方
かた

（以下
い か

「協 力 者
きょうりょくしゃ

さ

ま」という。）に運転
うんてん

シミュレーターを使用
し よ う

した調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

いたします。 

    本調査
ほんちょうさ

により、協 力 者
きょうりょくしゃ

さまの反応
はんのう

速度
そ く ど

や運転
うんてん

能力
のうりょく

を測定
そくてい

いたします。 

    本調査
ほんちょうさ

の実施
じ っ し

は、警察庁
けいさつちょう

の担当者
たんとうしゃ

が行います
お こ な い ま す

。  

  (2) 所要
しょよう

時間
じ か ん

 

   およそ 40分
ぷん

（同意書
どういしょ

の作成
さくせい

、説明
せつめい

等
とう

に要する
よ う す る

時間
じ か ん

除く
の ぞ く

）です。 

(3) 謝礼
しゃれい

のお支払い
お し は ら い

 

   本調査
ほんちょうさ

の協 力 者
きょうりょくしゃ

さまに3,000円
えん

相当
そうとう

の謝礼
しゃれい

（プリペイドカード）を

お支払
おしはらい

いたします。 
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３ 敦賀
つ る が

温泉
おんせん

病院
びょういん

からの警察庁
けいさつちょう

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

について 

   協 力 者
きょうりょくしゃ

さまに関する
か ん す る

情報
じょうほう

のうち 

   ① 氏名
し め い

   ② 生年
せいねん

月日
が っ ぴ

   ③ 性別
せいべつ

 

   ④ 診断
しんだん

・認知
に ん ち

機能
き の う

検査
け ん さ

の結果
け っ か

 

  について、敦賀
つ る が

温泉
おんせん

病院
びょういん

から警察庁
けいさつちょう

に提供
ていきょう

されます。 

 

４ 分析
ぶんせき

の実施
じ っ し

について 

   警察庁
けいさつちょう

におきまして、運転
うんてん

シミュレーターによる調査
ちょうさ

の結果
け っ か

、敦賀
つ る が

温泉
おんせん

病院
びょういん

から提供
ていきょう

された情報
じょうほう

、警察庁
けいさつちょう

が保有
ほ ゆ う

する違反
い は ん

・事故
じ こ

状 況
じょうきょう

に関する
か ん す る

デ

ータ等
とう

の分析
ぶんせき

を行います
お こ な い ま す

。 

 

 ５ 個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の保護
ほ ご

等
とう

について 

 (1) 個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の保護
ほ ご

 

   本調査
ほんちょうさ

により収 集
しゅうしゅう

した協 力 者
きょうりょくしゃ

さまの運転
うんてん

シミュレーターによる調査
ちょうさ

の

結果
け っ か

などの個人
こ じ ん

情報
じょうほう

につきましては、本調査
ほんちょうさ

の目的
もくてき

以外
い が い

で使用
し よ う

することはあ

りません。 

 (2) 個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の管理
か ん り

と保管
ほ か ん

 

   本調査
ほんちょうさ

により収 集
しゅうしゅう

した協 力 者
きょうりょくしゃ

さまの運転
うんてん

シミュレーターによる調査
ちょうさ

の

結果
け っ か

などの個人
こ じ ん

情報
じょうほう

につきましては、警察庁
けいさつちょう

担当者
たんとうしゃ

が施錠
せじょう

可能
か の う

な保管庫
ほ か ん こ

にて

保管
ほ か ん

し、本調査
ほんちょうさ

研究
けんきゅう

終 了
しゅうりょう

とともに裁断
さいだん

・廃棄
は い き

いたします。 
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 (3) 調査
ちょうさ

結果
け っ か

の公表
こうひょう

 

   本調査
ほんちょうさ

で利用
り よ う

した協 力 者
きょうりょくしゃ

さまの個人
こ じ ん

情報
じょうほう

、運転
うんてん

シミュレーターによる

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

につきましては、統計的
とうけいてき

な処理
し ょ り

をおこない、個人
こ じ ん

が特定
とくてい

される形
かたち

で公表
こうひょう

されることはありません。 

 

 ６ 本調査
ほんちょうさ

への協 力
きょうりょく

の中止
ちゅうし

について 

  本調査
ほんちょうさ

への協 力
きょうりょく

の中止
ちゅうし

を希望
き ぼ う

される場合
ば あ い

には、警察庁
けいさつちょう

交通局
こうつうきょく

運転
うんてん

免許課
めんきょか

ま

で御連絡
ごれんらく

ください。 

 

 ７ 本調査
ほんちょうさ

によりもたらされる不利益
ふ り え き

について 

  本調査
ほんちょうさ

への協 力
きょうりょく

の中止
ちゅうし

を希望
き ぼ う

された場合
ば あ い

でも、その後
そ の ご

の通院
つういん

治療
ちりょう

等
とう

において

不利益
ふ り え き

が生じる
しょうじる

ことは一切
いっさい

ありません。 

 

 ８ 費用
ひ よ う

負担
ふ た ん

について 

  本調査
ほんちょうさ

の実施
じ っ し

に当たり
あ た り

、協 力 者
きょうりょくしゃ

さまがご負担
ご ふ た ん

される費用
ひ よ う

は一切
いっさい

ありません。 

 

 ９ 本調査
ほんちょうさ

の実施
じ っ し

主体
しゅたい

について 

  本調査
ほんちょうさ

は、警察庁
けいさつちょう

が実施
じ っ し

しているものであり、みずほ情報
じょうほう

総研
そうけん

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

にそ

の委託
い た く

をしています。 
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調
ちょう

 査
さ

 の 協
きょう

 力
りょく

 に 係
かか

 る 同
どう

 意
い

 書
しょ

 

 
1. 調査

ちょうさ

の目的
もくてき

 

この調査
ちょうさ

は、高齢
こうれい

運転者
うんてんしゃ

の運転
うんてん

行動
こうどう

の実態
じったい

等
とう

を把握
は あ く

し、今後
こ ん ご

の高齢
こうれい

運転者
うんてんしゃ

の交通
こうつう

事故
じ こ

防止
ぼ う し

対策
たいさく

の参考
さんこう

とするものです。調査
ちょうさ

の方法
ほうほう

として、高齢者
こうれいしゃ

講習
こうしゅう

の実車
じっしゃ

指導
し ど う

時
じ

のあなたの運転
うんてん

行動
こうどう

を記録
き ろ く

するほか、運転
うんてん

シミュレーターを

使用
し よ う

した運転
うんてん

行動
こうどう

の調査
ちょうさ

、違反
い は ん

・事故
じ こ

状 況
じょうきょう

に係
かか

るデータの収 集
しゅうしゅう

・分析
ぶんせき

を

行
おこな

います。 

2．調査
ちょうさ

主体
しゅたい

 

  警察庁
けいさつちょう

及び警察庁
けいさつちょう

の委託
い た く

を受けた事
じ

業者
ぎょうしゃ

であるみずほ情報
じょうほう

総研
そうけん

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

が本調査
ほんちょうさ

を実施
じ っ し

します。 

3．利用
り よ う

する個人
こ じ ん

情報
じょうほう

 

氏名
し め い

、生年
せいねん

月日
が っ ぴ

、性別
せいべつ

、運転
うんてん

免許証
めんきょしょう

番号
ばんごう

、違反
い は ん

・事故
じ こ

状 況
じょうきょう

、運転
うんてん

行動
こうどう

診断票
しんだんひょう

（高齢者
こうれいしゃ

講習
こうしゅう

での運転
うんてん

状 況
じょうきょう

を記
き

録
ろく

したもの）、高齢者
こうれいしゃ

講習
こうしゅう

の実車
じっしゃ

指導
し ど う

における運転
うんてん

状 況
じょうきょう

の映像
えいぞう

が記録
き ろ く

された記録
き ろ く

媒体
ばいたい

、運転
うんてん

シミュレーター

による運転
うんてん

行動
こうどう

の測定
そくてい

結果
け っ か

、警察
けいさつ

による認知
に ん ち

機能
き の う

検査
け ん さ

の結果
け っ か

 

4．個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の保護
ほ ご

 

利用
り よ う

する個人
こ じ ん

情報
じょうほう

は、本調査
ほんちょうさ

の目的
もくてき

以外
い が い

で使
つか

うことはありません。 

5．調査
ちょうさ

結果
け っ か

の公表
こうひょう

について  

本調査
ほんちょうさ

で利用
り よ う

した個人
こ じ ん

情報
じょうほう

は、統計的
とうけいてき

に処理
し ょ り

されるものであり、個人
こ じ ん

が

特定
とくてい

される形
かたち

で公表
こうひょう

されることはありません。 

6．本調査
ほんちょうさ

への協 力
きょうりょく

の中止
ちゅうし

について 

本調査
ほんちょうさ

への協 力
きょうりょく

の中止
ちゅうし

を希望
き ぼ う

される場合
ば あ い

には、警察庁
けいさつちょう

交通局
こうつうきょく

運転
うんてん

免許課
めんきょか

まで御連絡
ごれんらく

ください。 

 

上記
じょうき

を確認
かくにん

しこれに同意
ど う い

します。 

平成
へいせい

30年
ねん

   月
がつ

    日
にち

 

御署名
ごしょめい

：         （生年
せいねん

月日
が っ ぴ

：   年
ねん

  月
がつ

  日
にち

）性別
せいべつ

（   ）   

  

                                    

（教習所等使用欄） 
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調
ちょう

 査
さ

 の 協
きょう

 力
りょく

 に 係
かか

 る 同
どう

 意
い

 書
しょ

 

 

1. 調査
ちょうさ

の目的
もくてき

 

この調査
ちょうさ

は、高齢
こうれい

運転者
うんてんしゃ

の運転
うんてん

行動
こうどう

の実態
じったい

等
とう

を把握
は あ く

し、今後
こ ん ご

の高齢
こうれい

運転者
うんてんしゃ

の交通
こうつう

事故
じ こ

防止
ぼ う し

対策
たいさく

の参考
さんこう

とするものです。調査
ちょうさ

の方法
ほうほう

として、高齢者
こうれいしゃ

講習
こうしゅう

の実車
じっしゃ

指導
し ど う

時
じ

のあなたの運転
うんてん

行動
こうどう

を記録
き ろ く

するほか、運転
うんてん

シミュレーターを

使用
し よ う

した運転
うんてん

行動
こうどう

の調査
ちょうさ

、違反
い は ん

・事故
じ こ

状 況
じょうきょう

に係
かか

るデータの収 集
しゅうしゅう

・分析
ぶんせき

を

行
おこな

います。 

2．調査
ちょうさ

主体
しゅたい

 

  警察庁
けいさつちょう

及び警察庁
けいさつちょう

の委託
い た く

を受けた事
じ

業者
ぎょうしゃ

であるみずほ情報
じょうほう

総研
そうけん

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

が本調査
ほんちょうさ

を実施
じ っ し

します。 

3．利用
り よ う

する個人
こ じ ん

情報
じょうほう

 

氏名
し め い

、生年
せいねん

月日
が っ ぴ

、性別
せいべつ

、運転
うんてん

免許証
めんきょしょう

番号
ばんごう

、違反
い は ん

・事故
じ こ

状 況
じょうきょう

、運転
うんてん

行動
こうどう

診断票
しんだんひょう

（高齢者
こうれいしゃ

講習
こうしゅう

での運転
うんてん

状 況
じょうきょう

を記
き

録
ろく

したもの）、高齢者
こうれいしゃ

講習
こうしゅう

の実車
じっしゃ

指導
し ど う

における運転
うんてん

状 況
じょうきょう

の映像
えいぞう

が記録
き ろ く

された記録
き ろ く

媒体
ばいたい

、運転
うんてん

シミュレーター

による運転
うんてん

行動
こうどう

の測定
そくてい

結果
け っ か

、医師
い し

による診断
しんだん

・認知
に ん ち

機能
き の う

検査
け ん さ

の結果
け っ か

、警察
けいさつ

に

よる認知
に ん ち

機能
き の う

検査
け ん さ

の結果
け っ か

 

4．個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の保護
ほ ご

 

利用
り よ う

する個人
こ じ ん

情報
じょうほう

は、本調査
ほんちょうさ

の目的
もくてき

以外
い が い

で使
つか

うことはありません。 

5．調査
ちょうさ

結果
け っ か

の公表
こうひょう

について  

本調査
ほんちょうさ

で利用
り よ う

した個人
こ じ ん

情報
じょうほう

は、統計的
とうけいてき

に処理
し ょ り

されるものであり、個人
こ じ ん

が

特定
とくてい

される形
かたち

で公表
こうひょう

されることはありません。 

6．本調査
ほんちょうさ

への協 力
きょうりょく

の中止
ちゅうし

について 

本調査
ほんちょうさ

への協 力
きょうりょく

の中止
ちゅうし

を希望
き ぼ う

される場合
ば あ い

には、警察庁
けいさつちょう

交通局
こうつうきょく

運転
うんてん

免許課
めんきょか

まで御連絡
ごれんらく

ください。 

上記
じょうき

を確認
かくにん

しこれに同意
ど う い

します。 

平成
へいせい

30年
ねん

   月
がつ

    日
にち

 

御署名
ごしょめい

：         （生年
せいねん

月日
が っ ぴ

：   年
ねん

  月
がつ

  日
にち

）性別
せいべつ

（   ）  

         

（教習所等使用欄） 
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認知症のための実車試験に関するプロトコル 

 

１ 認知症に関する基準 
 
（1）グループ１ 

 認知症の疑いがある場合、専門医によるレポート（例えば神経科医、精

神科医、老年科医によって作成されたもの）が必要となる。そのレポート

には、認知症の重症度に関する CDR情報が記載されなければならない。そ

こで用いられる認知症の重症度の度合いは、国際的に通用する臨床認知症

基準（CDR）である。 

非常に軽度な（CDR0.5）または軽度な（CDR１）認知症を伴う人は、グル

ープ１の運転免許証に適正であるとされ、私用運転のみに限定される。中

程度（CDR２）または重度（CDR３）の認知症を伴う人は、必ず不適正とさ

れる。 

非常に軽度なまたは軽度な認知症を伴う人の適性判断には、中央運転技

能認証局の実践的な適正部門の担当専門官による実車試験が行われる。中

央運転技能認証局にはこの実施ためのプロトコルがある。適正の有効期間

は一年である。 

例外的に、非常に軽度な認知症（CDR0.5）を伴う人に、最大で３年の適

正期間が与えられることがある。その条件としては、実車試験と神経精神

科の調査の両方においてポジティブな結果が見られた場合である。 

 

（2）グループ２ 

認知症と診断された人は、グループ２の運転免許証には不適正である。 

 

２ 実車試験の実施方法（車両等に関する規定） 
 
◯ 運転免許証を保持している場合 

 実車試験は基本的に自家用車で行われる。以下の場合、実車試験は教習

車で行われる。 

・ 自家用車に取り付けられている以外にさらに調整が必要な場合 

・ 長期にわたり（数か月間）自ら運転をしていない場合 

・ 専門家の意見で自家用車での運転が危険と判断した場合 

・ 第一回目の実車試験が不合格だったため、教習したうえで追試を受け

る場合 
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◯ 運転免許証を保持していない場合 

・ 実車試験は必ず法的な要件を満たす教習車で行われる。 

・ 運転免許証を保持しない者に対して公正な判断や助言をするため、実車

試験を行う前にまず 10回の教習を行う。 

 

３ 実車試験での確認項目 
・ 自動車のエンジンとギアのメカニズムを正しい方法で操作し、必要に応

じてギアを使って速度を速くしたり遅くしたりする。 

・ 自動車のアクセルやブレーキを、交通状況に合わせて自ら運転しながら

正しい方法で操作する。 

・ ライトや警告その他の補助機器をタイミングよく正しい方法で操作しな

がら、交通状況に合った運転を続ける。 

・ 装備された全ての機器を操作しながら、十分に安定したハンドル操作に

よって自動車を適切に制御する。 

・ 市街地の外または高速道路や自動車道においても、十分に安定したハン

ドル操作によって自動車を適切に制御する。 

・ タイミングよく、また効果的に、自動車の速度を遅くしたりブレーキを

掛けたり止まったりする。 

・ 適切な方法で、ストップテストを実施する。 

・ 速度の遅い場合でも、十分なグリップで素早くハンドル操作する。 

・ あらゆる状況において、安全かつ実践的な方法で、適用される交通規則

に則って、また道路や交通状況に合った速度で運転できる。 

・ 交通における、いわゆる「二重のタスク」を自ら実践する。例えば、標

識によって指定されたルートを見つけ、タイミングよく目を配りつつ、予

期できる、または予期できない交通状況に対応する。 

・ 交通標識や信号、路面の矢印等を含めた道路区分に自ら反応し、同時に

歩行者や自転車など交通における弱者のリスクを意識し、優先させてあげ

る。 

・ 予期できる、または予期できない状況にタイミングよく対応するため常

に観察する。 

・ 交通上の何かに気を取られるような影響を受けることなく、交通参加が

できる。 

・ 上記のような運転操作中にも、自ら集中して交通参加が持続できる。 

・ 問題が発生した場合（例えば、路上駐車により、しばらく通り道が妨げ

られる場合など。）、自ら解決できる。 
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４ 実車試験の構成 
・ 左折と右折を複数回行い、ハンドル操作をしながら加速や停止を行う。 

・ 様々な交差点（優先道路のある交差点、または、優先道路の無い交差点）

において、直進、左折をする。 

・ 必要に応じてラウンドアバウトにおいて1/2周及び3/4周まわりながら、

同時に周囲を技術的に観察しつつ自ら判断して方向を選ぶ。 

・ 市街地の外においては、速度を上げて運転し、周りの交通に応じて追い

越したり通り過ぎたりする。同時に、カーブにおいて速度や道幅のどこを

通るかについて自ら調整する。 

・ 高速道路に流入したり、流出したり、追い越したりし、必要に応じて「間

を縫うように」車線変更をしたり、道路標識を見たりしながら目的地に向

かって自ら方向を選ぶ。 

・ 長いカーブにおいて、速度を落とさずに道幅の適切な場所を走ることが

できる。 

・ 「調整ハンドブック」に記載されている条件を満たす場所において、スト

ップテストを実施する。 

・ 予期せぬ交通状況において、問題解決能力をチェックする。 
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